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一
九
七
二
年
に
山
東
省
臨
沂
縣
（
現
臨
沂
市
）
で
發
掘
さ
れ
た
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡①
に

「
將
義
」と
題
さ
れ
る
篇
が
あ
る
。
こ
の
篇
は
一
九
七
五
年
に
整
理
發
表
さ
れ
た
段
階

で
は
『
孫
臏
兵
法
』
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
八
五
年
の
『
銀
雀
山
漢
墓
竹

簡
〔
壹
〕』（
文
物
出
版
社
）
發
表
時
點
で
は
、『
孫
臏
兵
法
』
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

し
て
外
さ
れ
た
。
そ
の
後
、二
〇
一
〇
年
に
發
表
さ
れ
た
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
貳
〕』

（
文
物
出
版
社
）
で
は
、
佚
篇
の
ひ
と
つ
と
し
て
論
政
論
兵
之
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
「『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
貳
〕』
譯
注
（
五
）」（
村
田
進
氏
・
山
內
貴
氏
と
の
共
著
、

『
學
林
』
第
六
十
四
號
、
二
〇
一
七
年
三
月
、
以
下
「
譯
注
」）
で
「
將
義
」
篇
の
譯
注
を
發
表

し
た
が
、
本
稿
で
は
そ
の
內
容
に
つ
い
て
他
篇
と
の
關
連
を
含
め
て
再
檢
討
し
、
補

足
を
加
え
た
い
。

一
、「
將
義
」
篇
に
見
ら
れ
る
將
の
要
件

ま
ず
は
、「
將
義
」
篇
全
文
を
揭
げ
る
。（【
】
は
整
理
小
組
が
補
っ
た
字
、
□
は
判
讀
不

能
な
字
を
示
す
）

義
將將

者
不
可
以
不
義
、【
不
】
義
則
不
嚴
、【
不
嚴
】
則
不
威
、【
不
威
】
則
卒
弗

死
。
故
義
者
、
兵
之
首
也
。
將
者
不
可
以
不
仁
、
不
仁
則
軍
不
剋
（
克
）、
軍
不

剋
（
克
）
則
軍
无
功
。
故
仁
者
、
兵
之
腹
也
。
將
者
不
可
以
无
德
、
无
德
則
无

力
、
无
力
則
三
軍
之
利
不
得
。
故
德
者
兵
之
手
也
。
將
者
不
可
以
不
信
、
不
信

則
令
不
行
、
令
不
行
則
軍
不
槫
、
軍
不
槫
則
无
名
。
故
信
者
、
兵
之
足
也
。
將

者
不
可
以
不
智
（
知
）
勝
、
不
智
（
知
）
勝
…
…
則
軍
无
□
。
故
夬
（
決
）
者
、

兵
之
尾
也
。　
　

● 

將
義

義
將

將
は
以
て
義
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
義
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
嚴
な
ら
ず
、
嚴
な
ら
ざ
れ
ば

則
ち
威
あ
ら
ず
、
威
あ
ら
ざ
れ
ば
則
ち
卒
死
せ
ず
。
故
に
義
は
、
兵
の
首
な
り
。
將
は
以

て
仁
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
仁
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
軍
克
た
ず
、
軍
克
た
ざ
れ
ば
則
ち
軍
に

功
无
し
。
故
に
仁
は
、
兵
の
腹
な
り
。
將
は
以
て
德
无
か
る
べ
か
ら
ず
、
德
无
け
れ
ば
則

ち
力
无
し
、
力
无
け
れ
ば
則
ち
三
軍
の
利
得
ら
れ
ず
。
故
に
德
は
兵
の
手
な
り
。
將
は
以

て
信
あ
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
信
あ
ら
ざ
れ
ば
則
ち
令
行
は
れ
ず
、
令
行
は
れ
ざ
れ
ば
則
ち

軍
槫
（
專
）
ら
な
ら
ず
、
軍
槫
（
專
）
ら
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
名
无
し
。
故
に
信
は
、
兵
の

足
な
り
。
將
は
以
て
勝
を
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、勝
を
知
ら
ざ
れ
ば
…
…
則
ち
軍
□
无
し
。

故
に
決
は
、
兵
の
尾
な
り
。　
　

● 

將
義②

「
譯
注
」
で
も
注
記
し
た
が
、
簡
に
は
缺
損
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
他
の
文
か
ら

考
え
る
と
「
不
智
（
知
）
勝
」
と
「
則
軍
无
□
」
の
間
に
は
「
故
智
勝
者
、
兵
之
□

也
」
と
「
將
者
不
可
以
不
夬
」
が
入
る
は
ず
で
、
お
よ
そ
一
簡
分
の
文
が
脫
落
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
一
部
不
明
な
箇
所
は
あ
る
も
の
の
、「
將
義
」
篇
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
將
の
要
件
と
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

  〈
要
件
〉　　
　
　
〈
附
帶
し
て
發
生
す
る
要
素
〉　
〈
結
果
〉 

〈
兵
に
お
け
る
位
置
〉

①
義　
　
　
　

 
嚴　
　
　
　

威 

死
力
を
盡
く
す 

首

銀
雀
山
漢
簡
「
將
義
」
篇
に
見
る
將
の
要
件

石　

井　

真 

美 

子
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②
仁　
　
　
　

 

剋
（
克
） 

功
績
を
あ
げ
る 

腹

③
德　
　
　
　

 

力 

利
が
得
ら
れ
る 

手

④
信　
　
　
　

 

令
行　
　
　

槫
（
專
） 

功
名
が
あ
が
る 

足

⑤
智（
知
）勝　

 

（
缺
文
）　　
　
　
　

⑥
夬（
決
）　　

 
（
缺
文
） 

尾

「
將
義
」
篇
で
は
こ
れ
ら
の
要
件
・
要
素
が
「
Ａ
で
な
け
れ
ば
Ｂ
な
ら
ず
…
…
」
と
否

定
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
先
秦
か
ら
漢
代
に
か
け
て
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
、
主
な
兵
書
お
よ
び
兵

（
軍
事
）
に
關
連
し
た
篇
を
見
て
み
る
と
、
將
の
要
件
、
あ
る
い
は
逆
に
避
け
る
べ
き

要
素
と
し
て
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

將
者
、
智
、
信
、
仁
、
勇
、
嚴
也
。（『
孫
子
』
計
篇
）③

將
は
、
智
・
信
・
仁
・
勇
・
嚴
な
り
。

故
將
有
五
危
。
必
死
可
殺
也
、
必
生
可
虜
也
、
忿
速
可
侮
也
、
廉
潔
可
辱
也
、

愛
民
可
煩
也
。
凡
此
五
者
、
將
之
過
也
、
用
兵
之
災
也
。（
同
右
・
九
變
篇
）

故
に
將
に
五
危
有
り
。
必
死
は
殺
さ
れ
、
必
生
は
虜
と
さ
れ
、
忿
速
は
侮
ら
れ
、
廉
潔
は

辱
め
ら
れ
、
民
を
愛
す
る
は
煩
わ
さ
る
る
な
り
。
凡
そ
此
の
五
者
は
、
將
の
過
ち
な
り
、

用
兵
の
災
な
り
。

所
謂
五
材
者
、
勇
、
智
、
仁
、
信
、
忠
也
。
勇
則
不
可
犯
、
智
則
不
可
亂
、
仁

則
愛
人
、
信
則
不
欺
、
忠
則
無
二
心
。（『
六
韜
』
龍
韜
・
論
將
篇
）④

所
謂
る
五
材
と
は
、
勇
・
智
・
仁
・
信
・
忠
な
り
。
勇
な
れ
ば
則
ち
犯
さ
れ
ず
、
智
な
れ

ば
則
ち
亂
さ
れ
ず
、
仁
な
れ
ば
則
ち
人
を
愛
し
、
信
な
れ
ば
則
ち
欺
か
ず
、
忠
な
れ
ば
則

ち
二
心
無
し
。

將
不
仁
、
則
三
軍
不
親
。
將
不
勇
、
則
三
軍
不
銳
。
將
不
智
、
則
三
軍
大
疑
。

將
不
明
、
則
三
軍
大
傾
。
將
不
精
㊵ 
、
則
三
軍
失
其
機
。
將
不
常
戒
、
則
三
軍

失
其
備
。
將
不
彊
力
、
則
三
軍
失
其
職
。（
同
右
・
奇
兵
篇
）

將
が
仁
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
三
軍
は
親
し
ま
ず
。
將
が
勇
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
三
軍
は
銳

な
ら
ず
。
將
が
智
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
三
軍
は
大
い
に
疑
ふ
。
將
が
明
な
ら
ざ
れ
ば
、
則

ち
三
軍
は
大
い
に
傾
く
。
將
が
精
㊵ 
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
三
軍
は
其
の
機
を
失
ふ
。
將
が

常
に
は
戒
め
ざ
れ
ば
、
則
ち
三
軍
は
其
の
備
へ
を
失
ふ
。
將
が
强
力
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち

三
軍
は
其
の
職
を
失
ふ
。

故
將
之
所
愼
者
五
。
一
曰
理
、
二
曰
備
、
三
曰
果
、
四
曰
戒
、
五
曰
約
。
理
者
、

治
衆
如
治
寡
。
備
者
、
出
門
如
見
敵
。
果
者
、
臨
敵
不
懷
生
。
戒
者
、
雖
克
如

始
戰
。
約
者
、
法
令
省
而
不
煩
。（『
吳
子
』
論
將
篇
）⑤

故
に
將
の
愼
む
所
の
者
に
五
あ
り
。
一
に
曰
く
理
、
二
に
曰
く
備
、
三
に
曰
く
果
、
四
に

曰
く
戒
、
五
に
曰
く
約
。
理
は
、
衆
を
治
む
る
こ
と
寡
の
如
く
す
。
備
は
、
門
を
出
で
て

敵
を
見
る
が
如
く
す
。
果
は
、
敵
に
臨
み
て
生
を
懷
は
ず
。
戒
は
、
克
つ
と
雖
も
始
め
て

戰
ふ
が
如
く
す
。
約
は
、
法
令
は
省
し
て
煩
は
し
め
ず
。

知
此
四
者
、
乃
可
爲
將
。
然
其
威
、
德
、
仁
、
勇
、
必
足
以
率
下
安
衆
、
怖
敵

決
疑
。（
同
右
・
論
將
篇
）

此
の
四
つ
を
知
る
者
は
、
乃
ち
將
と
爲
す
べ
し
。
然
し
て
其
の
威
・
德
・
仁
・
勇
、
必
ず

以
て
下
を
率
ひ
衆
を
安
ん
じ
、
敵
を
怖
れ
疑
を
決
す
る
に
足
る
。

將
者
、
上
不
制
於
天
、
下
不
制
於
地
、
中
不
制
於
人
、

不
可
激
而
怒
、
淸
不

可
事
以
財
。（『
尉
繚
子
』
兵
談
篇
）⑥

將
は
、
上
は
天
に
制
せ
ら
れ
ず
、
下
は
地
に
制
せ
ら
れ
ず
、
中
は
人
に
制
せ
ら
れ
ず
、

に
し
て
激
し
て
怒
る
べ
か
ら
ず
、
淸
に
し
て
事
ふ
る
に
財
を
以
て
す
べ
か
ら
ず
。

軍
讖
曰
、
將
能
淸
、
能
靜
、
能
平
、
能
整
、
能
受
諫
、
能
聽
訟
、
能
納
人
、
能

採
言
、
能
知
國
俗
、
能
圖
山
川
、
能
表
險
難
、
能
制
軍
權
。（『
三
略
』
上
略
）⑦

軍
讖
曰
く
、
將
は
能
く
淸
、
能
く
靜
、
能
く
平
、
能
く
整
、
能
く
諫
を
受
け
、
能
く
訟
を

聽
き
、
能
く
人
を
納
れ
、
能
く
言
を
採
り
、
能
く
國
の
俗
を
知
り
、
能
く
山
川
に
圖
り
、

能
く
險
難
に
表
し
、
能
く
軍
權
を
制
す
。

軍
讖
曰
、
慮
也
、
勇
也
、
將
之
所
重
。
動
也
、
怒
也
、
將
之
所
用
。
此
四
者
、

將
之
明
誡
也
。（
同
右
・
上
略
）
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軍
讖
曰
く
、
慮
や
、
勇
や
、
將
の
重
ん
じ
る
所
な
り
。
動
や
、
怒
や
、
將
の
用
ふ
る
所
な

り
。
此
の
四
者
は
、
將
の
明
誡
な
り
。

將
者
必
有
三
隧
、
四
義
、
五
行
、
十
守
。
所
謂
三
隧
者
、
上
知
天
道
、
下
習
地

形
、
中
察
人
情
。
所
謂
四
義
者
、
便
國
不
負
兵
、
爲
主
不
顧
身
、
見
難
不
畏
死
、

決
疑
不
辟
罪
。
所
謂
五
行
者
、
柔
而
不
可
卷
也
、
剛
而
不
可
折
也
、
仁
而
不
可

犯
也
、
信
而
不
可
欺
也
、
勇
而
不
可
凌
也
。
所
謂
十
守
者
、
神
淸
而
不
可
濁
也
、

謀
遠
而
不
可
慕
也
、
操
固
而
不
可

也
、
知
明
而
不
可
蔽
也
、
不
貪
於
貨
、
不

淫
於
物
、
不
嚂
於
辯
、
不
推
於
方
、
不
可
喜
也
、
不
可
怒
也
。（『
淮
南
子
』
兵
略

訓
）⑧將

は
必
ず
三
隧
、
四
義
、
五
行
、
十
守
を
有
つ
。
所
謂
る
三
隧
と
は
、
上
は
天
道
を
知
り
、

下
は
地
形
を
習
ひ
、
中
は
人
情
を
察
す
。
所
謂
る
四
義
と
は
、
國
を
便
に
し
て
兵
を
負は
か

ら

ず
、
主
の
爲
に
身
を
顧
ず
、
難
を
見
て
死
を
畏
れ
ず
、
疑
を
決
し
て
罪
を
辟
け
ず
。
所
謂

る
五
行
と
は
、
柔
に
し
て
卷
く
べ
か
ら
ず
、
剛
に
し
て
折
れ
る
べ
か
ら
ず
、
仁
に
し
て
犯

す
べ
か
ら
ず
、
信
に
し
て
欺
く
べ
か
ら
ず
、
勇
に
し
て
凌
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
所
謂
る

十
守
と
は
、
神
淸
く
し
て
濁
る
べ
か
ら
ず
、
謀
遠
に
し
て
慕
う
べ
か
ら
ず
、
操
固
に
し
て

す
べ
か
ら
ず
、
知
明
ら
か
に
し
て
蔽
ふ
べ
か
ら
ず
、
貨
を
貪
ら
ず
、
物
に
淫
せ
ず
、
辯

に
嚂
む
さ
ぼら
ず
、
方
に
推
さ
ず
、
喜
ぶ
べ
か
ら
ず
、
怒
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

將
は
君
主
の
命
を
受
け
て
戰
う
も
の
で
あ
る
が
、「
君
命
有
所
不
受
（
君
命
の
受
け
ざ

る
所
有
り
）」（『
孫
子
』
九
變
篇
）
と
い
う
よ
う
に
、戰
場
で
は
軍
の
指
導
權
を
握
る
。
し

た
が
っ
て
「
故
知
兵
之
將
、
生
民
之
司
命
、
國
家
安
危
之
主
也
（
故
に
知
る
兵
の
將
は
、

民
を
生
か
す
の
司
命
な
り
、國
家
安
危
の
主
な
り
）」（『
孫
子
』
作
戰
篇
）
と
國
の
命
運
に
關
わ

る
た
め
、將
に
求
め
ら
れ
る
人
格
的
要
件
は
い
ず
れ
も
嚴
格
で
あ
る
。「
將
義
」
篇
に

擧
げ
ら
れ
て
い
る
「
仁
」「
信
」「
智
（
知
）」
は
多
く
の
書
で
も
將
の
要
件
と
し
て
擧

げ
ら
れ
、「
德
」
も
『
吳
子
』
で
擧
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ど
の
要
件
を
よ
り
重

要
視
す
る
か
は
兵
書
に
よ
り
異
な
る
。

以
下
、
こ
れ
ら
の
兵
書
等
と
比
較
し
て
「
將
義
」
篇
の
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
に
つ
い

て
、
そ
の
論
理
展
開
を
見
な
が
ら
再
檢
討
し
た
い
。

１
、
義
↓
嚴
↓
威
の
展
開

①
の
「
義
」
に
つ
い
て
は
、篇
題
（
あ
る
い
は
節
題
か
）
と
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、こ

の
篇
で
は
「
兵
之
首
也
」
と
將
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

文
で
は
、
將
が
義
で
な
け
れ
ば
嚴
に
な
ら
ず
、
嚴
で
な
け
れ
ば
威
が
な
く
、
威
が
な

け
れ
ば
兵
卒
が
死
地
に
赴
か
な
い
、
と
い
い
、「
義
」
の
重
要
さ
を
說
く
。
し
か
し
、

前
揭
の
諸
書
の
要
件
を
見
る
と
、
他
の
兵
書
で
明
確
に
「
義
」
を
將
の
要
件
と
し
て

擧
げ
て
い
る
も
の
は
無
い
。『
孫
子
』
で
は
用
間
篇
に
「
非
仁
義

4

4

不
能
使
間
（
仁
義
に

非
ざ
れ
ば
間
を
使
ふ
能
は
ず
）」
と
あ
っ
て
、
間ス

パ
イ者

を
使
う
側
の
要
件
と
し
て
の
み
擧
げ

ら
れ
て
い
る
が
、そ
こ
で
は
「
仁
義
」
と

稱
さ
れ
「
義
」
單
獨
の
用
例
で
は
な
い
。

そ
も
そ
も
「
義
」
と
い
う
語
は
樣
々
な
意
味
を
持
つ
。
白
川
靜
氏
に
よ
れ
ば
「
羊

に
鋸
を
加
え
て
截
り
、
犧
牲
と
す
る
。
そ
の
牲
體
に
何
ら
の
缺
陷
も
な
く
、
神
意
に

か
な
う
こ
と
を
「
義た

だ

し
」
と
い
う
」
と
し
、「
宜
」
と
通
用
し
て
「
よ
い
、
便
宜
、
す

ぐ
れ
る
」
の
意
と
い
う⑨
。
つ
ま
り
、
そ
の
社
會
・
集
團
で 

〝
正
し
い
、
良
い
〞
と
み

な
さ
れ
る
事
を
指
す
の
が
本
義
で
あ
る
。

儒
家
思
想
に
お
い
て
は
、
五
常
、
す
な
わ
ち
仁
義
禮
智
信
に
つ
い
て
、
後
漢
・
班

固
編
の
『
白
虎
通
德
論
』
情
性
篇
に
、

五
常
者
何
。
謂
仁
・
義
・
禮
・
智
・
信
也
。
仁
者
、
不
忍
也
、
施
生
愛
人
也
。

義
者
、
宜
也
、
斷
決
得
中
也
。
禮
者
、
履
也
、
履
道
成
文
也
。
智
者
、
知
也
、

獨
見
前
聞
、
不
惑
於
事
、
見
㊵ 
者
也
。
信
者
、
誠
也
、
專
一
不
移
也
。
故
人
生

而
應
八
卦
之
體
、
得
五
氣
以
爲
常
、
仁
・
義
・
禮
・
智
・
信
是
也
。

五
常
と
は
何
ぞ
や
。
仁
・
義
・
禮
・
智
・
信
を
謂
ふ
な
り
。
仁
は
、
忍
び
ざ
る
な
り
、
生

を
施
し
人
を
愛
す
る
な
り
。
義
は
、
宜
な
り
、
斷
決
し
て
中
を
得
る
な
り
。
禮
は
、
履
な

り
、
道
を
履ふ

み
て
文
を
成
す
な
り
。
智
は
、
知
な
り
、
獨
り
見
て
前
に
聞
き
、
事
に
惑
は

ず
、
㊵ 
を
見
る
者
な
り
。
信
は
、
誠
な
り
、
專
一
に
し
て
移
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
人
生
ま
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れ
て
八
卦
の
體
に
應
じ
、
五
氣
を
得
て
以
て
常
と
爲
す
、
仁
・
義
・
禮
・
智
・
信
是
な
り
。

と
あ
る⑩
。
こ
こ
で
は
「
義
」
は
宜
で
あ
り
、
判
斷
し
て
中
庸
を
取
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。「
將
義
」
篇
の
「
義
」
も
槪
ね
は
「
正
」「
宜
」
の
意
味
だ
と
思
わ
れ
る
が
、

儒
家
思
想
の
「
義
」
と
兵
書
の
「
義
」
は
果
た
し
て
全
く
同
じ
も
の
と
み
な
せ
る
の

だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
諸
書
で
將
に
限
ら
ず
兵
に
お
け
る
「
義
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

箇
所
を
い
く
つ
か
檢
討
す
る
。
ま
ず
、『
司
馬
法
』
仁
本
篇
に
、

古
者
、
以
仁
爲
本
、
以
義
治
之
之
謂
正
、
正
不
獲
意
則
權
。

古い
に
し
え者
は
、
仁
を
以
て
本
と
爲
し
、
義
を
以
て
之
を
治
む
を
こ
れ
正
と
謂
ひ
、
正
の
意
を
獲

ざ
る
は
則
ち
權
。

と
あ
る
。
金
・
施
子
美
は
こ
の
文
に
注
し
て
「
兵
以
合
宜
而
動
、
故
治
之
以
義
（
兵
は

宜
に
合
ふ
を
以
て
し
て
動
く
、
故
に
之
を
治
む
る
に
義
を
以
て
す
）」、
明
・
劉
寅
は
「
義
者
心

之
制
。
其
用
則
主
於
斷
、斷
莫
先
於
因
事
之
宜
而
治
之
。
…
…
（
中
略
）
…
…
對
言
之
、

則
仁
爲
體
而
義
爲
用
也
（
義
は
心
の
制
な
り
。
其
の
用
は
則
ち
斷
を
主
と
す
、
斷
ず
る
に
事
の

宜
し
き
に
因
る
よ
り
先
ん
ず
る
莫
く
し
て
之
を
治
む
。
…
…
對
へ
て
之
を
言
ふ
、則
ち
仁
は
體
た
り

て
義
は
用
た
り
）」
と
い
う⑪
。『
太
平
御
覽
』
卷
二
七
〇
で
は
こ
の
文
を
引
い
て
「
古
司

馬
兵
法
曰
、
古
者
以
義
理
之
謂
之
正
、
正
不
獲
意
則
權
」
と
し
、「
治
民
、
用
兵
、
止

亂
、
討
暴
、
必
以
義
也
（
民
を
治
め
、
兵
を
用
ひ
、
亂
を
止
め
、
暴
を
討
つ
は
、
必
ず
義
を
以

て
す
る
な
り
）」
と
注
が
附
さ
れ
て
い
る⑫
。
ま
た
定
爵
篇
に
は
、

凡
治
亂
之
道
、
一
曰
仁
、
二
曰
信
、
三
曰
直
、
四
曰
一
、
五
曰
義
、
六
曰
變
、

七
曰
專
。

凡
そ
亂
を
治
む
る
の
道
は
、
一
に
曰
く
仁
、
二
に
曰
く
信
、
三
に
曰
く
直
、
四
に
曰
く
一
、

五
に
曰
く
義
、
六
に
曰
く
變
、
七
に
曰
く
專
。

と
あ
り
、
施
注
に
「
理
財
正
辭
、
禁
民
爲
非
曰
義
、
爲
其
得
宜
也
（
財
を
理を
さ

め
辭
を
正

し
、
民
の
非
を
爲
す
を
禁
ず
る
を
義
と
曰
ふ
、
其
の
宜
し
き
を
得
る
と
爲
す
な
り
）」、
劉
注
に

「
義
者
、
事
之
宜
也
（
義
は
、
事
の
宜
し
き
な
り
）」
と
あ
る
。
さ
ら
に
嚴
位
篇
に
、

凡
民
、
以
仁
救
、
以
義
戰
、
以
智
決
、
以
勇
間
、
以
信
專
、
以
利
勸
、
以
功
勝
。

凡
そ
民
は
、
仁
を
以
て
救
い
、
義
を
以
て
戰
い
、
智
を
以
て
決
し
、
勇
を
以
て
間
し
、
信

を
以
て
專
し
、
利
を
以
て
勸
め
、
功
を
以
て
勝
つ
。

と
あ
り
、
施
注
に
「
有
義
以
勵
之
、
則
人
慕
其
義
、
莫
不
視
敵
而
前
、
冒
難
而
進
、

其
爲
戰
也
、
固
出
於
義
。
蓋
爭
義
不
爭
利
、
以
義
豈
不
足
戰
乎
（
義
有
り
て
以
て
之
を
勵

ま
せ
ば
、
則
ち
人
其
の
義
を
慕
ひ
、
敵
を
視
て
前
み
、
難
を
冒
し
て
進
ま
ざ
る
莫
し
、
其
の
戰
を
爲

す
や
、
固
よ
り
義
に
出
づ
。
蓋
し
義
を
爭
ひ
利
を
爭
は
ず
、
義
を
以
て
豈
に
戰
ふ
に
足
ら
ざ
ら
ん

や
）」、
劉
注
に
「
以
義
激
之
使
戰
（
義
を
以
て
之
を
激
ま
し
戰
は
し
む
）」
と
あ
る
。
以
上

の
よ
う
に
、『
司
馬
法
』
で
は
「
義
」
は
一
方
で
は
人
を
激
勵
す
る
要
素
と
な
り
、
一

方
で
は
「
宜
」
に
通
じ
、
す
じ
道
に
か
な
う
、
あ
る
べ
き
規
範
を
示
す
。
つ
ま
り
、

そ
の
「
義
」
が
す
じ
道
に
か
な
う
規
範
で
あ
る
ゆ
え
に
、
戰
い
の
正
當
な
理
由
に
な

る
の
で
あ
る
。

次
に
『
六
韜
』
を
見
て
み
る
と
、
文
韜
・
文
師
篇
に
、

與
人
同
憂
同
樂
、
同
好
同
惡
者
、
義
也
。
義
之
所
在
、
天
下
赴
之
。

人
と
憂
ひ
を
同
に
し
樂
を
同
に
し
、
好
を
同
に
し
惡
を
同
に
す
る
は
、
義
な
り
。
義
の
在

る
所
、
天
下
之
に
赴
く
。

と
あ
り
、
施
注
に
「
至
於
義
則
以
宜
爲
尙
。
憂
樂
好
惡
一
合
於
宜
、
則
必
當
與
之
共

之
。
武
王
應
人
以
興
、
則
其
憂
樂
好
惡
必
與
之
同
、
其
義
可
知
也
（
義
に
至
っ
て
は
則

ち
宜
し
き
を
以
て
尙
し
と
爲
す
。
憂
樂
好
惡
一
に
し
て
宜
し
き
に
合
へ
ば
、則
ち
必
ず
當
に
之
と
之

を
共
に
す
べ
し
。
武
王
は
人
に
應
じ
以
て
興
す
、
則
ち
其
の
憂
樂
好
惡
必
ず
之
と
同
じ
う
す
、
其
の

義
知
る
べ
き
な
り
）」、
劉
注
に
「
與
衆
人
同
其
憂
、
同
其
樂
、
同
其
所
好
、
同
其
所
惡
、

此
義
也
。
義
之
所
在
、
天
下
來
赴
之
（
衆
人
と
其
の
憂
ひ
を
同
じ
う
し
、
其
の
樂
を
同
じ
う

し
、
其
の
好
む
所
を
同
じ
う
し
、
其
の
惡
む
所
を
同
じ
う
す
、
此
れ
義
な
り
。
義
の
在
る
所
、
天
下

來
り
て
之
に
赴
く
）」
と
し
、「
宜
し
き
に
合
う
」
範
圍
內
で
、
民
と
價
値
觀
を
同
じ
く

す
る
こ
と
と
解
釋
し
て
い
る
。
ま
た
文
韜
・
明
傳
篇
に
、

故
義
勝
欲
則
昌
、
欲
勝
義
則
亡
。
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故
に
義 

欲
に
勝
て
ば
則
ち
昌さ
か

え
、
欲 

義
に
勝
て
ば
則
ち
亡
ぶ
。

と
あ
り
、
劉
寅
は
「
義
者
心
之
制
、
事
之
宜
、
乃
天
理
之
公
也
（
義
は
心
の
制
な
り
、
事

の
宜
し
き
な
り
、乃
ち
天
理
の
公
な
り
）」
と
『
司
馬
法
』
仁
本
篇
と
同
じ
「
義
者
心
之
制
」

と
い
う
注
を
つ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
文
韜
・
六
守
篇
で
は
、

一
曰
仁
、
二
曰
義
、
三
曰
忠
、
四
曰
信
、
五
曰
勇
、
六
曰
謀
、
是
謂
六
守
。
…
…

貴
之
而
不
驕
者
、
義
也
。

一
に
曰
く
仁
、
二
に
曰
く
義
、
三
に
曰
く
忠
、
四
に
曰
く
信
、
五
に
曰
く
勇
、
六
に
曰
く

謀
、
是
を
六
守
と
謂
う
。
…
…
之
を
貴
く
す
れ
ど
も
驕
ら
ざ
る
は
、
義
な
り
。

と
述
べ
ら
れ
、
劉
注
に
「
義
者
處
物
而
得
其
宜
也
。
…
…
義
者
心
有
裁
制
而
處
事
得

宜
、
故
貴
之
而
不
驕
（
義
な
る
者
は
物
に
處
し
て
其
の
宜
し
き
を
得
る
な
り
。
…
…
義
な
る
者

は
心
に
裁
制
有
り
て
事
に
處
す
に
宜
し
き
を
得
、故
に
之
を
貴
く
す
れ
ど
も
驕
ら
ず
）」
と
い
う
。

や
は
り
「
裁
制
」
が
あ
っ
て
宜
し
き
と
こ
ろ
に
か
な
う
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

龍
韜
・
奇
兵
篇
に
は
、「
戰
必
以
義
者
、
所
以
勵
衆
勝
敵
也
（
戰
は
必
ず
義
を
以
て
す
る

は
、
衆
を
勵
ま
し
敵
に
勝
つ
所
以
な
り
）」
と
あ
り
、
施
注
に
「
蓋
師
出
有
名
、
事
乃
可
成
。

故
直
者
爲
壯
、
曲
者
爲
老
。
戰
必
以
義
、
則
其
名
之
正
、
其
師
之
直
、
宜
其
衆
有
所

持
而
可
以
勵
之
、
以
勝
敵
也
（
蓋
し
師
の
出
づ
る
に
名
有
り
て
、
事
乃
ち
成
る
べ
し
。
故
に
直

き
者
は
壯
ん
な
り
と
爲
し
、
曲
れ
る
者
は
老つ

か

れ
た
り
と
爲
す
。
戰
は
必
ず
義
を
以
て
す
る
と
は
、
則

ち
其
の
名
の
正
し
き
な
り
、
其
の
師
の
直
き
こ
と
、
宜
し
く
其
の
衆
の
持
す
所
に
し
て
以
て
之
を
勵

ま
す
も
の
有
る
べ
く
し
て
、
以
て
敵
に
勝
つ
な
り
）」
と
し
て
『
司
馬
法
』
の
「
義
」
と
同

じ
も
の
と
解
釋
し
て
い
る
。

そ
の
他
に
は
、『
淮
南
子
』
兵
略
訓
に
、

故
覇
王
之
兵
、
以
論
慮
之
、
以
策
圖
之
、
以
義
扶
之
。

故
に
覇
王
の
兵
は
、
論
を
以
て
之
を
慮
り
、
策
を
以
て
之
を
圖
り
、
義
を
以
て
之
を
扶
く
。

兵
之
所
以
强
者
、
民
也
。
民
之
所
以
必
死
者
、
義
也
。
義
之
所
以
能
行
者
、
威

也
。兵

の
强
き
所
以
の
者
は
、
民
な
り
。
民
の
必
ず
死
す
所
以
の
者
は
、
義
な
り
。
義
の
能
く

行
は
る
る
所
以
の
者
は
、
威
な
り
。

と
あ
り
、後
者
の
文
が
「
死
」「
威
」
と
い
う
語
と
結
び
つ
く
と
こ
ろ
で
「
將
義
」
篇

と
近
い
。

な
お
、さ
き
に
『
孫
子
』
に
「
仁
義
」
と
い
う
語
が
出
て
き
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、

同
じ
銀
雀
山
漢
簡
の
『
孫
臏
兵
法
』（『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
壹
〕』
所
收
）
見
威
王
篇
に

「
卒
寡
而
兵
强
者
、
有
義
也
（
卒
寡
く
し
て
兵
强
き
者
は
、
義
あ
れ
ば
な
り
）」
と
あ
り
、
同

篇
の
な
か
で
、

故
曰
、
德
不
若
五
帝
、
而
能
不
及
三
王
、
知
（
智
）
不
若
周
公
、
曰
、
我
將
欲

責
（
積
）
仁
義
、
式
禮
樂
、
犇
（
垂
）
衣
常
（
裳
）、
以
禁
爭

（
奪
）。
此
堯
舜

非
弗
欲
也
、
不
可
得
。
故
擧
兵
繩
之
。

故
に
曰
く
、
德
は
五
帝
に
若
か
ず
、
而
し
て
能
は
三
王
に
及
ば
ず
、
智
は
周
公
に
若
か
ざ

る
に
、
曰
く
、
我
は
將
に
仁
義
を
積
み
、
禮
樂
を
式も
ち

ひ
、
衣
裳
を
垂
れ
て
、
以
て
爭
奪
を

禁
ぜ
ん
と
欲
す
、
と
。
此
れ
堯
・
舜
も
欲
せ
ざ
る
に
非
ざ
る
も
、
得
べ
か
ら
ず
。
故
に
兵

を
擧
げ
て
こ
れ
を
繩た
だ

せ
し
な
り
。

と
批
判
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
兵
書
で
い
う
「
義
」
は
「
仁
義
」
に
包
括
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
別
の
も
の
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。「
將
義
」
篇
で
は

「【
不
】
義
則
不
嚴
、【
不
嚴
】
則
不
威
、【
不
威
】
則
卒
弗
死
」
で
あ
り
、「
嚴
」
や

「
威
」
と
結
び
つ
く
「
義
」
で
あ
る
。
李
零
氏
は
『
司
馬
法
』
の
「
義
」
に
つ
い
て

「
正
義
」
と
譯
し
つ
つ
、
注
で
「
引
申
爲
合
乎
禮
法
規
定
的
行
爲
規
範
」
と
し
て
い

る⑬
。『
荀
子
』
大
略
篇
で
は
「
義
、
理
也
、
故
行
（
義
は
、
理
な
り
、
故
に
行
ふ
）⑭
」
と
道

理
の
意
味
と
し
、
前
述
の
『
六
韜
』
劉
寅
注
も
「
天
理
之
公
也
」
と
宋
學
に
お
け
る

「
理
」、
つ
ま
り
絕
對
化
さ
れ
た
公
的
倫
理
に
近
い
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
れ
が
心
理

上
法
の
よ
う
に
働
く
が
ゆ
え
に
、
法
令
制
度
と
關
係
の
あ
る
「
嚴
」
や
「
威
」
と
結

び
つ
く
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
法
に
近
い
、
倫
理
上
の
規
程
規
範
と
解
釋

す
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
嚴
と
威
の
關
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、『
荀
子
』
議
兵
篇
な
ど
に
「
嚴
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令
繁
刑
、不
足
以
爲
威
（
令
を
嚴
し
く
し
刑
を
繁
し
く
す
れ
ど
も
、以
て
威
と
爲
す
に
足
ら
ず
）」

（『
淮
南
子
』
兵
略
訓
、『
韓
詩
外
傳
』
卷
四
な
ど
に
も
見
え
る
）
と
あ
り
、「
嚴
」
と
「
威
」
の

關
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
は
い
ず
れ
も
禮
や
德
が
必
要
な
こ
と
を
說
く
文

脈
の
中
の
句
で
、
逆
說
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
實
際
に
は
『
韓
非
子
』
飾
邪
篇

に
「
故
先
王
明
賞
以
勸
之
、
嚴
刑
以
威
之
。
賞
刑
明
則
民
盡
死
、
民
盡
死
則
兵
强
主

尊
（
故
に
先
王
は
賞
を
明
ら
か
に
し
て
以
て
之
に
勸
め
、
刑
を
嚴
し
く
し
て
以
て
之
を
威
す
。
賞

刑
明
ら
か
な
れ
ば
則
ち
民 
死
を
盡
し
、民 

死
を
盡
せ
ば
則
ち
兵
强
く
主
尊
ば
る
る
）⑮
」
と
あ
る
よ

う
に
、
制
度
・
刑
罰
・
法
令
を
「
嚴
」
に
す
る
こ
と
が
「
威
」
に
つ
な
が
る
。『
荀

子
』
に
も
「
制
號
政
令
欲
嚴
以
威
（
制
號
政
令
は
嚴
に
し
て
以
て
威
な
る
を
欲
す
）」（
議
兵

篇
）
と
あ
る
。「
威
」
は
軍
の
統
率
に
缺
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、『
六
韜
』
龍
韜
・
將

威
篇
に
は
「
將
何
以
爲
威
。
…
…
刑
上
極
、
賞
下
通
、
是
將
威
之
所
行
也
（
將
は
何
を

以
て
威
と
爲
す
か
。
…
…
刑 

上
に
極
ま
り
、
賞 

下
に
通
ず
る
は
、
是
れ
將
の
威
の
行
は
る
る
所
な

り
）」
と
あ
り
、賞
罰
の
徹
底
が
「
威
」
を
確
立
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
し
て
い
る
。

な
お
、『
孫
子
』
で
は
「
嚴
」
の
み
が
將
の
要
件
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
注

に
「
嚴
者
、
以
威
刑
肅
三
軍
也
（
嚴
は
、
威
刑
を
以
て
三
軍
を
肅
す
な
り
）」（
唐
・
杜
牧
注
）、

「
嚴
能
立
威
（
嚴
に
し
て
能
く
威
を
立
つ
）」（
宋
・
梅
堯
臣
注
）、「
嚴
者
、
以
威
嚴
肅
衆
心

也
（
嚴
は
、
威
嚴
を
以
て
衆
心
を
肅
す
な
り
）」（
宋
・
王
晳
注
）
と
述
べ
ら
れ
、「
威
」
を
包

括
す
る
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

２
、
仁
↓
克
↓
功
の
展
開

こ
の
文
で
は
、
將
軍
は
仁
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
仁
で
な
け
れ
ば
軍
は
克
つ
こ

と
が
な
く
、
軍
が
克
つ
こ
と
が
な
け
れ
ば
軍
は
功
績
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

と
說
く
。
前
揭
の
五
常
で
も
第
一
に
置
か
れ
る
よ
う
に
、
儒
家
の
價
値
觀
で
い
え
ば

「
仁
」
は
最
高
の
德
で
あ
り
、『
禮
記
』
儒
行
篇
に
、

溫
良
者
、
仁
之
本
也
。
敬
愼
者
、
仁
之
地
也
。

裕
者
、
仁
之
作
也
。
孫
接
者
、

仁
之
能
也
。
禮
節
者
、
仁
之
貌
也
。
言
談
者
、
仁
之
文
也
。
歌
樂
者
、
仁
之
和

也
。
分
散
者
、
仁
之
施
也
。
儒
皆
兼
此
而
有
之
、
猶
且
不
敢
言
仁
也
。
其
尊
讓

有
如
此
者
。

溫
良
は
、
仁
の
本
な
り
。
敬
愼
は
、
仁
の
地
な
り
。

裕
は
、
仁
の
作
な
り
。
孫
接
は
、

仁
の
能
な
り
。
禮
節
は
、
仁
の
貌
な
り
。
言
談
は
、
仁
の
文
な
り
。
歌
樂
は
、
仁
の
和
な

り
。
分
散
は
、
仁
の
施
な
り
。
儒
は
皆
此
を
兼
ね
て
之
を
有
て
ど
も
、
猶
ほ
且
つ
敢
へ
て

仁
を
言
は
ざ
る
な
り
。
其
の
尊
讓
此
の
如
き
者
有
り
。

と
い
う⑯
。
そ
れ
に
對
し
、「
將
義
」
篇
で
は
「
仁
」
は
「
義
」
の
次
に
置
か
れ
、「
剋

（
克
）」
と
關
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。『
孫
子
』
で
も
「
仁
」
は
「
智
」「
信
」
の
次
に

置
か
れ
、「
仁
者
、
愛
人
憫
物
、
知
勤
勞
也
（
仁
は
、
人
を
愛
し
物
を
憫
み
、
勤
勞
を
知
る

な
り
）」（
杜
牧
注
）、「
仁
能
附
衆
（
仁
は
能
く
衆
を
附
す
）」（
梅
堯
臣
注
）、「
仁
者
、
惠
撫

惻
隱
、
得
人
心
也
（
仁
は
、
惠
撫
惻
隱
、
人
心
を
得
る
な
り
）」（
王
晳
注
）、「
仁
以
附
衆
、

…
…
（
中
略
）
…
…
衆
附
愛
則
思
力
戰
（
仁
は
以
て
衆
を
附
し
、…
…
衆
附
し
て
愛
す
れ
ば
則

ち
力
め
て
戰
ふ
を
思
ふ
）」（『
潛
夫
論
』
勸
將
篇⑰
）
と
狹
義
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
譯
注
」
で
は
、『
六
韜
』
龍
韜
・
奇
兵
篇
の
「
將
不
仁
、
則
三
軍
不
親
（
將
が
仁
な
ら

ざ
れ
ば
、
則
ち
三
軍
親
し
ま
ず
）」
を
根
據
と
し
て
「
仁
で
な
け
れ
ば
全
軍
が
親
し
ま
な

い
た
め
」
と
解
釋
し
た
。
し
か
し
、「
仁
」
と
「
克
」
と
の
直
接
の
關
係
は
明
確
に
は

述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
「
仁
」
と
「
克
（
勝
）」
の
關
係
に
つ
い
て
明
確
に
述
べ
て
い
る
も
の
を
探

し
て
み
る
と
、『
司
馬
法
』
天
子
之
義
篇
に
、「
以
禮
爲
固
、
以
仁
爲
勝
、
旣
勝
之
後
、

其
敎
可
復
、
是
以
君
子
貴
之
也
（
禮
を
以
て
固
め
と
爲
し
、
仁
を
以
て
勝
を
爲
し
、
旣
に
勝
ち

し
の
後
、
其
の
敎 

復
す
べ
し
、
是
を
以
て
君
子
之
を
貴
ぶ
な
り
）」
と
あ
り
、
施
注
に
、

以
仁
爲
勝
者
、
仁
則
能
愛
人
者
、
人
當
愛
之
。
視
卒
如
愛
子
、
可
與
之
俱
死
、

而
又
仁
人
之
兵
、
如
時
雨
降
、
將
俯
伏
歸
從
之
不
暇
、
又
何
敢
敵
者
哉
。
傳
曰
、

仁
者
無
敵
、
又
曰
節
制
不
可
以
敵
仁
義
、
則
仁
之
爲
勝
也
如
何
。
湯
之
克

克

仁
而
克
夏
、
武
之
發
政
施
仁
克
商
、
則
仁
之
爲
勝
也
可
知
。

仁
を
以
て
勝
ち
を
爲
す
と
は
、
仁
な
れ
ば
則
ち
能
く
人
を
愛
す
者
に
し
て
、
人
當
に
之
を
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愛
す
べ
し
。
卒
を
視
る
こ
と
愛
子
の
如
く
す
れ
ば
、
之
と
俱
に
死
す
べ
し
、
而
も
又
仁
人

の
兵
は
、
時
雨
降
る
が
如
し
、
將
に
俯
伏
し
て
之
に
歸
從
せ
ん
と
す
る
こ
と
暇
あ
ら
ず
、

又
何
ぞ
敢
へ
て
敵
す
る
者
あ
ら
ん
や
。
傳
に
曰
く
、
仁
あ
る
者
は
敵
無
し
、
又
曰
く
節
制

は
以
て
仁
義
を
敵
と
す
る
べ
か
ら
ず
、
則
ち
仁
の
勝
ち
を
爲
す
こ
と
や
如
何
。
湯
の
克よ

く

に
し
て
克
く
仁
に
し
て
夏
に
克
つ
、
武
の
政
を
發
し
て
仁
を
施
し
商
に
克
つ
は
、
則
ち

仁
の
勝
ち
を
爲
す
や
知
る
べ
し
。

と
あ
る
。「
視
卒
如
愛
子
、
可
與
之
俱
死
」
は
『
孫
子
』
地
形
篇
、「
仁
者
無
敵
」
は

『
孟
子
』
梁
惠
王
上
篇
の
引
用
、「
節
制
不
可
以
敵
仁
義
」
は
『
荀
子
』
議
兵
篇
に
「
桓

文
之
節
制
、
不
可
以
敵
湯
武
之
仁
義
」
と
あ
る
。
施
注
で
は
「
仁
」
を
「
仁
義
」
と

同
じ
と
見
な
し
て
い
る
が
、
つ
ま
り
前
述
の
『
白
虎
通
德
論
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

〝
仁
＝
施
生
愛
人
〞
に
も
と
づ
く
解
釋
で
あ
り
、上
に
立
つ
者
が
恩
愛
を
施
す
こ
と
に

よ
っ
て
下
の
者
が
多
く
歸
屬
す
る
こ
と
が
勝
ち
に
つ
な
が
る
と
い
う
。
ま
た
、『
荀

子
』
議
兵
篇
に
「
士
民
不
親
附
、
則
湯
武
不
能
以
必
勝
也
。
故
善
附
民
者
、
是
乃
善

用
兵
者
也
。
故
兵
要
在
乎
善
附
民
而
已
（
士
民
親
附
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
湯
武
も
以
て
必
ず
勝

つ
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
故
に
善
く
民
を
附
す
者
、是
れ
乃
ち
善
く
兵
を
用
ふ
る
者
な
り
。
故
に
兵

の
要
は
善
く
民
を
附
す
る
に
在
る
の
み
）」
と
あ
り
、
前
揭
の
『
孫
子
』
注
「
仁
能
附
衆
」

と
同
樣
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。『
說
苑
』
指
武
篇
に
は
「
春
秋
記
國
家
存
亡
、以
察

來
世
、
雖
有
廣
土
衆
民
、
堅
甲
利
兵
、
威
猛
之
將
、
士
卒
不
親
附
、
不
可
以
戰
勝
取

功
（
春
秋 

國
家
の
存
亡
を
記
し
、
以
て
來
世
を
察
す
る
に
、
廣
土
衆
民
、
堅
甲
利
兵
、
威
猛
の
將

有
り
と
雖
も
、
士
卒
親
附
せ
ざ
れ
ば
、
以
て
戰
勝
し
て
功
を
取
る
べ
か
ら
ず
）⑱
」
と
あ
り
、
ま
さ

に
「
仁
」
＝
「
附
衆
」「
士
卒
親
附
」
が
「
戰
勝
取
功4

」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

な
お
、1
で
揭
げ
た
よ
う
に
『
司
馬
法
』『
六
韜
』
六
守
篇
が
仁
を
第
一
と
し
て
い

る
の
は
、
將
の
要
件
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
君
主
に
求
め
ら
れ
る
要
件
で
あ
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。「
先
王
之
道
、
以
仁
爲
首
。
兵
家
之
流
、
用
智
爲
先
（
先
王
の
道
は
、
仁
を

以
て
首
と
爲
す
。
兵
家
の
流
は
、智
を
用
ふ
る
を
先
と
爲
す
）」（『
孫
子
』
計
篇
の
杜
牧
注
）
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
、
君
主
と
將
と
で
は
立
場
が
異
な
り
、
價
値
觀
も
異
な
っ
て
當
然
で

あ
る
。『
司
馬
法
』
は
『
漢
書
』
藝
文
志
で
は
禮
と
し
て
扱
わ
れ
、『
六
韜
』
も
文
王
・

武
王
と
太
公
の
對
話
形
式
で
、
兵
の
み
な
ら
ず
政
治
に
も
言
及
し
た
部
分
が
多
い
。

し
た
が
っ
て
、
よ
り
「
先
王
之
道
」
を
意
識
し
た
內
容
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

３
、
德
↓
力
↓
利
の
展
開

こ
の
文
で
は
、
德
が
無
け
れ
ば
力
が
無
く
、
力
が
無
け
れ
ば
三
軍
の
利
が
得
ら
れ

な
い
、
と
說
く
。『
孫
子
』
注
で
は
智
・
信
・
仁
・
勇
・
嚴
と
い
っ
た
要
件
に
對
し
て

「
將
宜
五
德
備
也
（
將
は
宜
し
く
五
德
備
わ
る
べ
き
な
り
）」（
魏
・
曹
操
注
）、「
此
五
者
、
爲

將
之
德
（
此
の
五
者
は
、
將
の
德
と
爲
す
）」（
唐
・
李
筌
注
）
と
そ
れ
ぞ
れ
を
德
目
の
一
つ

と
見
な
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
德
」
が
一
つ
の
要
件
と
し
て
獨
立
し
て
擧
げ
ら

れ
て
い
る
。「
德
」
を
將
の
要
件
と
し
て
い
る
の
は
、先
に
擧
げ
た
兵
書
の
中
で
は
ほ

か
に
『
吳
子
』
論
將
篇
の
み
で
、「
其
威
、
德
、
仁
、
勇
」
と
し
て
「
將
義
」
篇
と
同

樣
に
「
仁
」
と
も
異
な
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
劉
寅
注
に
は
「
威
、
嚴
・

畏
也
。
德
、
恩
・
信
也
。
仁
、
慈
愛
也
。
勇
、
果
敢
也
（
威
は
、
嚴
・
畏
な
り
。
德
は
、

恩
・
信
な
り
。
仁
は
、
慈
愛
な
り
。
勇
は
、
果
敢
な
り
）」
と
い
う
。
ま
た
、『
司
馬
法
』
天

子
之
義
篇
に
「
德
義
不
相
踰
（
德
義
は
相
踰
ゑ
ず
）」
と
あ
り
、
施
注
に
、

德
者
本
乎
己
者
也
。
義
則
臨
敵
度
宜
而
已
、
未
至
於
德
也
。
三
略
曰
、
德
者
人

之
所
得
、
義
者
人
之
所
宜
。
德
義
之
間
一
間
耳
、
故
易
至
於
相
踰
、
必
有
以
別

之
、
故
不
能
相
踰
。

德
は
己
に
本
づ
く
者
な
り
。
義
は
則
ち
敵
に
臨
み
宜
し
き
を
度は
か

る
の
み
、
未
だ
德
に
至
ら

ざ
る
な
り
。
三
略
曰
く
、
德
は
人
の
得
る
所
、
義
は
人
の
宜
し
き
と
す
る
所
、
と
。
德
義

の
間
は
一
間
の
み
、
故
に
相
踰
ゆ
る
に
至
り
易
し
、
必
ず
有
ち
て
以
て
之
を
別
つ
、
故
に

相
踰
ゆ
る
能
は
ず
。

と
い
い
、「
德
」
と
「
義
」
と
を
區
別
し
て
い
る
。
施
注
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
三

略
』
の
文
は
下
略
に
「
道
德
仁
義
禮
五
者
、
一
體
也
。
道
者
人
之
所
蹈
、
德
者
人
之

所
得
、
仁
者
人
之
所
親
、
義
者
人
之
所
宜
、
禮
者
人
之
所
體
、
不
可
無
一
焉
（
道
德
仁
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義
禮
の
五
者
は
、
一
體
な
り
。
道
は
人
の
蹈
む
所
、
德
は
人
の
得
る
所
、
仁
は
人
の
親
し
む
所
、
義

は
人
の
宜
し
き
と
す
る
所
、
禮
は
人
の
體
す
る
所
に
し
て
、
一
も
無
か
る
べ
か
ら
ず
）」
と
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
內
部
に
「
德
」
を
そ
な
え
た
者
が
施
す
も
の
が
「
仁
」
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
か
。

「
德
」
と
「
力
」
の
關
係
に
つ
い
て
は
、『
荀
子
』
富
國
篇
に
、「
故
曰
君
子
以
德
、

小
人
以
力
。
力
者
、
德
之
役
也
。
百
姓
之
力
、
待
之
而
後
功
（
故
に
曰
く
君
子
は
德
を
以

て
し
、
小
人
は
力
を
以
て
す
、
力
は
德
の
役
な
り
。
百
姓
の
力
、
之
を
待
ち
て
後
に
功
あ
り
）」
と

あ
り
、
楊
倞
注
に
「
君
子
以
德
撫
下
、
故
百
姓
以
力
事
上
也
（
君
子
は
德
を
以
て
下
を
撫

し
、
故
に
百
姓
は
力
を
以
て
上
に
事
ふ
る
な
り
）」、「
力
爲
德
所
役
使
（
力
は
德
の
役
使
す
る
所

と
爲
る
）」
と
い
う
。
こ
れ
に
も
と
づ
け
ば
君
子
が
德
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
下
々
の

者
が
力
を
使
っ
て
上
の
た
め
に
盡
く
す
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。

そ
れ
が
「
三
軍
之
利
」
に
な
る
と
い
う
の
だ
が
、「
三
軍
之
利
」
と
は
具
體
的
に
ど

う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。「
三
軍
」
は
「
全
軍
」
を
指
す
。「
利
」
は
「
故
兵
不

頓
利
可
全
（
故
に
兵
頓つ
か

れ
ず
し
て
利
全
く
す
べ
し
）」（『
孫
子
』
謀
攻
篇
）
の
よ
う
に
利
益
、

「
凡
此
四
軍
之
利
」（『
孫
子
』
行
軍
篇
）
の
よ
う
に
有
利
、
或
い
は
〝
堅
甲
利
兵
〞
の
よ

う
に
銳
い
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
る
。「
三
軍
之
」と
限
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考

え
る
と
、
こ
こ
で
は
國
の
利
益
で
は
な
く
、
戰
鬪
に
有
利
ま
た
は
兵
卒
の
利
益
に
な

る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
、
文
脈
か
ら
す
る
と
〝
有
利
〞
の
意
味
が
適
當
か
と
思
わ

れ
る
。
下
の
者
が
有
德
の
將
の
た
め
に
力
を
盡
く
す
こ
と
が
、
軍
を
有
利
に
す
る
の

で
あ
る
。

４
、
信
↓
令
行
↓
專
↓
名
の
展
開

こ
の
文
で
は
、
信
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
信
が
な
け
れ
ば
命
令
が
行
わ
れ
ず
、
命

令
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
軍
は
ひ
と
つ
に
な
ら
ず
、
軍
が
ひ
と
つ
に
な
ら
な
け
れ
ば
功

名
が
あ
が
ら
な
い
、
と
說
く
。

『
孫
子
』
で
は
將
の
要
件
で
あ
る
「
信
」
に
つ
い
て
「
信
者
、使
人
不
惑
於
刑
賞
也

（
信
は
、
人
を
し
て
刑
賞
に
惑
は
ざ
ら
し
む
る
な
り
）」（
杜
牧
注
）、「
信
能
賞
罰
（
信
に
し
て
能

く
賞
罰
す
）」（
梅
堯
臣
注
）、「
信
者
、
號
令
一
也
（
信
は
、
號
令
し
て
一
な
ら
し
む
る
な
り
）」

（
王
晳
注
）、「
非
信
不
可
以
訓
人
率
下
（
信
に
非
ざ
れ
ば
以
て
人
に
訓
へ
下
を
率
ゐ
る
べ
か
ら

ず
）」（
宋
・
何
氏
注
）
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
荀
子
』
議
兵
篇
に
「
政
令
信
者
强
、

政
令
不
信
者
弱
（
政
令
の
信
な
る
者
は
强
、
政
令
の
信
な
ら
ざ
る
者
は
弱
）」
と
あ
り
楊
倞
注

に
「
信
、
謂
使
下
可
信
（
信
は
、
下
を
し
て
信
ず
べ
か
ら
し
む
を
謂
ふ
）」
と
い
い
、『
韓
非

子
』
外
儲
說
左
上
篇
に
「
小
信
成
則
大
信
立
、
故
明
主
積
於
信
。
賞
罰
不
信
、
則
禁

令
不
行
（
小
信
成
れ
ば
則
ち
大
信
立
つ
、
故
に
明
主
は
信
に
積
む
。
賞
罰
信
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち

禁
令
行
は
れ
ず
）」
と
あ
る
。
總
じ
て
見
る
と
、「
信
」
は
單
な
る
「
信
賴
」
で
は
な
く
、

特
に
命
令
や
賞
罰
に
結
び
つ
け
て
使
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
文
で
も
、「
信
」
は

將
の
出
す
命
令
に
か
か
る
こ
と
で
、
信
が
無
け
れ
ば
、
兵
士
が
疑
い
を
抱
き
命
令
に

從
わ
ず
、
ひ
と
つ
に
な
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
述
の
『
孫

子
』
王
晳
注
「
信
者
、號
令
一
也
」
が
ま
さ
に
こ
の
「
將
義
」
篇
の
文
と
合
致
す
る
。

前
揭
の
『
司
馬
法
』
嚴
位
篇
に
も
「
以
信
專
」
と
あ
り
、
同
じ
意
味
で
あ
る
。

「
名
」
と
の
關
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、『
孫
子
』
形
篇
に
は
「
故
善
戰
者
之

勝
也
、
無
智
名
、
無
勇
功
（
故
に
善
く
戰
ふ
者
の
勝
つ
や
、
智
名
無
く
、
勇
功
無
し
）」
と
、

功
名
を
あ
げ
る
こ
と
は
述
べ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
實
戰
に
至
る
前
の
段
階
に
お
い
て
人

に
見
え
な
い
形
で
勝
利
を
得
る
こ
と
を
最
上
と
し
て
い
る
。
一
方
、『
尉
繚
子
』
武
議

篇
に
「
夫
將
提
鼓
揮
枹
、
臨
難
決
戰
、
接
兵
角
刃
。
鼓
之
而
當
、
則
賞
功
立
名
、
鼓

之
而
不
當
、
則
身
死
國
亡
（
夫
れ
將 

鼓
を
提
げ
枹ふ

を
揮ふ
る

ひ
、
難
に
臨
み
て
戰
を
決
し
、
兵
を
接

し
刃
を
角き

そ

ふ
。
之
を
鼓
し
て
當
れ
ば
、
則
ち
功
を
賞
し
名
を
立
つ
、
之
を
鼓
し
て
當
ら
ざ
れ
ば
、
則

ち
身
死
し
國
亡
ぶ
）」、『
商
君
書
』
壹
言
篇
に
「
夫
民
之
從
事
死
制
也
、以
上
之
設
榮
名
、

置
賞
罰
之
明
也
（
夫
れ
民
の
事
に
從
ひ
て
制
に
死
す
や
、
上
の
榮
名
を
設
け
、
賞
罰
を
置
く
こ
と

の
明
ら
か
な
る
を
以
て
す
る
な
り
）⑲
」
と
あ
り
、戰
功
が
褒
賞
と
名
譽
に
結
び
つ
く
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
名
」
は
先
に
述
べ
た
「
信
」、
す
な
わ
ち
賞
罰
・
命
令

の
制
度
が
嚴
正
に
行
わ
れ
戰
功
を
擧
げ
た
こ
と
に
對
し
、
目
に
見
え
る
形
で
表
れ
た
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結
果
で
あ
る
。

５
、
智
勝
・
決

そ
の
他
の
要
件
で
あ
る
「
智
勝
」
と
「
決
」
に
つ
い
て
は
、
殘
念
な
が
ら
缺
文
の

た
め
、
附
帶
す
る
要
素
と
得
ら
れ
る
結
果
が
不
明
だ
が
、
兵
書
に
お
け
る
こ
の
二
つ

の
要
素
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

『
孫
子
』
は
將
の
要
件
の
最
初
に
「
智
」
を
置
い
て
お
り
、
全
篇
を
通
し
て
み
て

も
、
狀
況
判
斷
お
よ
び
情
報
收
集
を
重
視
し
て
い
る
。「
蓋
智
者
、
能
機
權
、
識
變
通

也
（
蓋
し
智
は
、
能
く
機
權
し
、
變
通
を
識
る
な
り
）」（
杜
牧
注
）、「
智
能
發
謀
（
智
は
能
く

謀
を
發
す
）」（
梅
堯
臣
注
）、「
智
者
、
先
見
而
不
惑
、
能
謀
慮
、
通
權
變
也
（
智
は
、
先

に
見
て
惑
は
ず
、
能
く
謀
慮
し
、
通
じ
て
權
變
す
）」（
王
晳
注
）
と
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に

『
六
韜
』『
司
馬
法
』
で
も
「
智
」
は
將
の
要
件
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
將
義
」
篇
で
は

「
智
勝4

」
と
限
定
さ
れ
て
い
る
。「
譯
注
」
の
注
で
も
引
い
た
よ
う
に
、『
孫
子
』
に

「
故
知
勝
者
有
五
。
知
可
以
戰
與
不
可
以
戰
者
勝
、
識
衆
寡
之
用
者
勝
、
上
下
同
欲
者

勝
、
以
虞
待
不
虞
者
勝
、
將
能
而
君
不
御
者
勝
。
此
五
者
、
知
勝
之
道
也
（
故
に
勝
ち

を
知
る
に
五
有
り
。
以
て
戰
ふ
べ
き
と
以
て
戰
ふ
べ
か
ら
ざ
る
と
を
知
る
者
は
勝
つ
、衆
寡
の
用
を

識
る
者
は
勝
つ
、
上
下
の
欲
を
同
じ
う
す
る
者
は
勝
つ
、
虞
を
以
て
不
虞
を
待
つ
者
は
勝
つ
、
將
の

能
あ
り
て
君
の
御
せ
ざ
る
者
は
勝
つ
。
此
の
五
者
は
、
勝
を
知
る
の
道
な
り
）」（
謀
攻
篇
）
と
あ

り
、「
智
勝
」
と
は
樣
々
な
條
件
に
も
と
づ
い
て
敵
と
味
方
の
ど
ち
ら
が
有
利
か
を
判

斷
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
決
」
に
つ
い
て
は
、
前
揭
の
『
司
馬
法
』
嚴
位
篇
に
「
以
智
決
」、『
六
韜
』
龍

韜
・
立
將
篇
に
「
軍
中
之
事
、
不
聞
君
命
、
皆
由
將
出
。
臨
敵
決
戰
、
無
有
二
心
（
軍

中
の
事
は
、君
命
を
聞
か
ず
、皆
將
よ
り
出
づ
。
敵
に
臨
み
戰
ひ
を
決
し
、二
心
有
る
こ
と
無
し
）」、

軍
勢
篇
に
「
故
智
者
從
之
而
不
釋
、
巧
者
一
決
而
不
猶
豫
（
故
に
智
者
は
之
に
從
ひ
て
釋

か
ず
、
巧
者
は
一
決
し
て
猶
豫
せ
ず
）」、『
尉
繚
子
』
戰
權
篇
に
「
必
安
其
危
、
去
其
患
、

以
智
決
之
（
必
ず
其
の
危
を
安
ん
じ
、其
の
患
ひ
を
去
る
は
、智
を
以
て
之
を
決
す
）」、『
三
略
』

下
略
に
「
討
賊
報
讎
、
義
之
決
也
（
賊
を
討
ち
讎
に
報
ゆ
る
は
、
義
の
決
な
り
）」、
前
揭
の

『
淮
南
子
』
兵
略
訓
に
「
所
謂
四
義
者
、
便
國
不
負
兵
、
爲
主
不
顧
身
、
見
難
不
畏

死
、
決
疑
不
辟
罪
」
と
あ
り
、
處
罰
や
戰
い
な
ど
に
關
す
る
決
斷
を
表
す
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
揭
げ
た
他
の
兵
書
に
お
け
る
將
の
要
件
の
う
ち
、『
孫
子
』
を
は

じ
め
と
し
て
『
六
韜
』『
司
馬
法
』『
三
略
』
な
ど
多
く
の
書
が
擧
げ
て
い
な
が
ら
、

「
將
義
」
篇
に
見
ら
れ
な
い
も
の
が
「
勇
」
で
あ
る
。
で
は
「
將
義
」
篇
で
は
「
勇
」

に
言
及
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
筆
者
は
、「
勇
」
は
こ
の
「
決
」
に
關
す
る
文

の
中
に
附
帶
し
て
發
生
す
る
要
素
と
し
て
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。『
孫
子
』
注
に
は
「
勇
者
、
決
勝
乘
勢
、
不
逡
巡
也
（
勇
は
、
勝
を
決
し
て
勢
に
乘

じ
、逡
巡
せ
ざ
る
な
り
）」（
杜
牧
注
）、「
勇
能
果
斷
（
勇
は
能
く
果
斷
す
）」（
梅
堯
臣
注
）、「
非

勇
不
可
以
決
謀
合
戰
（
勇
に
非
ざ
れ
ば
以
て
謀
を
決
し
合
戰
す
べ
か
ら
ず
）」（
何
氏
注
）
と
い

い
、『
淮
南
子
』
兵
略
訓
に
「
兵
靜
則
固
、
專
一
則
威
、
分
決
則
勇
、
心
疑
則
北
、
力

分
則
弱
（
兵
は
靜
な
れ
ば
則
ち
固
、
專
一
な
れ
ば
則
ち
威
、
分
決
す
れ
ば
則
ち
勇
、
心
疑
へ
ば
則

ち
北
、
力
分
か
る
れ
ば
則
ち
弱
）」
と
あ
り
、「
決
」
と
「
勇
」
と
は
結
び
つ
く
も
の
で
あ

る
。
あ
る
い
は
「
決
」
に
「
勇
」
の
意
味
も
包
括
さ
れ
て
い
る
と
み
な
し
て
も
よ
い

だ
ろ
う
。

以
上
、「
將
義
」
篇
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
將
の
要
件
に
つ
い
て
檢
討
し
て
き
た
が
、

特
徵
と
し
て
、「
義
」
が
禮
法
に
合
致
す
る
倫
理
・
行
爲
規
範
、「
信
」
が
賞
罰
や
命

令
に
關
わ
る
信
用
、「
名
」
が
褒
賞
と
し
て
の
功
名
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
軍
に
お

け
る
制
度
に
關
わ
る
も
の
が
多
い
。『
孫
子
』
計
篇
に
は
「
五
曰
法
」「
法
者
、曲
制
、

官
道
、
主
用
也
」
と
あ
り
、
國
と
軍
隊
の
組
織
や
制
度
が
如
何
に
整
っ
て
い
る
か
が

勝
利
の
要
素
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
い
る
。「
將
義
」篇
で
は
そ
の
要
素
を
よ
り
將
軍
に

求
め
て
お
り
、「
智
」
を
最
初
に
置
い
た
『
孫
子
』
と
比
較
し
て
、
組
織
の
管
理
統
率

お
よ
び
賞
罰
等
の
制
度
の
運
營
に
重
き
を
置
い
た
も
の
と
い
え
る
。
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二
、
銀
雀
山
漢
簡
諸
篇
に
お
け
る
「
將
」

前
章
で
は
「
將
義
」
篇
で
述
べ
ら
れ
る
將
の
要
件
に
つ
い
て
檢
討
し
て
き
た
が
、

こ
こ
で
は
「
將
義
」
篇
と
同
じ
銀
雀
山
漢
簡
の
諸
篇
に
見
ら
れ
る
將
の
要
件
と
「
將

義
」
篇
の
思
想
と
の
關
連
を
考
え
て
い
き
た
い
。

１
、『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
壹
〕』
所
收
の
書

『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
壹
〕』
に
は
、現
傳
の
本
と
對
照
し
て
『
孫
子
』『
六
韜
』『
尉

繚
子
』『
晏
子
』
と
さ
れ
た
篇
お
よ
び
關
連
の
佚
文
、「
孫
子
曰
」
と
あ
り
內
容
か
ら

『
孫
臏
兵
法
』
と
さ
れ
た
も
の
、お
よ
び
『
守
法
守
令
等
十
三
篇
』
と
名
づ
け
ら
れ
た

諸
篇
が
收
錄
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
「
將
義
」
篇
が
收
錄
さ
れ
た
『〔
貳
〕』
の
諸

篇
と
は
異
な
る
書
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
同
じ
墓
に
陪
葬
さ
れ
て
お
り
、『
晏
子
』

を
除
け
ば
す
べ
て
兵
に
關
連
す
る
內
容
で
あ
る
の
で
、
思
想
に
も
何
ら
か
の
關
連
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
孫
子
』
十
三
篇
に
つ
い
て
は
前
章
で
も
引
い
た
が
、銀
雀
山
漢
簡
の
『
孫
子
』
佚

篇
の
う
ち
見
吳
王
篇
に
「
…
…
□
莫
貴
於
威
。
威
行
於
衆
、
嚴
行
於
吏
、
三
軍
信
其

將
畏
（
威
）
者
、
乘
其
適
（
敵
）（
□
威
よ
り
貴
き
は
莫
し
。
威 

衆
に
行
は
れ
、
嚴 
吏
に
行
は

れ
、
三
軍
信
に
し
て
其
の
將
の
威
あ
る
者
は
、
其
の
敵
に
乘
ず
）」
と
あ
り
、「
威
」
が
民
衆
に

對
し
て
行
わ
れ
、「
嚴
」
が
吏
に
對
し
て
行
わ
れ
、
三
軍
の
賞
罰
が
明
確
で
將
に
威
が

あ
る
場
合
は
、
敵
に
勝
つ
こ
と
が
で
き
る
、
と
「
威
」
を
重
ん
じ
て
い
る
。
こ
れ
は

「
義
」
か
ら
「
威
」
に
つ
な
げ
て
說
く
「
將
義
」
篇
の
思
想
と
近
い
も
の
だ
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。

「
威
」
に
つ
い
て
は
前
章
1
で
も
軍
の
統
率
に
缺
か
せ
な
い
も
の
と
述
べ
た
が
、特

に
『
尉
繚
子
』
に
頻
出
す
る
語
で
あ
る
。
宋
本
で
は
「
凡
兵
、
有
以
道
勝
、
有
以
威

勝
、
有
以
力
勝
（
凡
そ
兵
は
、
道
を
以
て
勝
つ
有
り
、
威
を
以
て
勝
つ
有
り
、
力
を
以
て
勝
つ
有

り
）」（
戰
威
篇
）、「
見
侮
者
敗
、
立
威
者
勝
（
侮
ら
る
る
者
は
敗
れ
、
威
を
立
つ
る
者
は
勝

つ
）」（
攻
權
篇
）、「
愛
在
下
順
、
威
在
上
立
、
愛
故
不
二
、
威
故
不
犯
。
故
善
將
者
、

愛
與
威
而
已
（
愛
は
下
の
順
ふ
に
在
り
、
威
は
上
の
立
つ
る
に
在
り
、
愛
す
る
が
故
に
二
な
ら

ず
、
威
あ
る
が
故
に
犯
さ
ず
。
故
に
善
く
將
た
る
者
は
、
愛
と
威
と
の
み
）」（
同
）、「
戰
勝
在
乎

立
威
、
立
威
在
乎
戮
力
、
戮
力
在
乎
正
罰
、
正
罰
者
所
以
明
賞
也
（
戰
勝
す
る
は
威
を

立
つ
る
に
在
り
、
威
を
立
つ
は
力
を
戮あ

は

す
に
在
り
、
力
を
戮
す
は
罰
を
正
す
に
在
り
、
罰
を
正
す
は

賞
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
な
り
）」（
兵
敎
上
篇
）
等
と
强
調
さ
れ
て
い
る
。
銀
雀
山
漢
簡
本

『
尉
繚
子
』
二
に
も
「
…
…
□
敗
、威
立
者
勝
。
凡
將
死
其
道
者
…
…
□
□
□
威
在
志

位
、
志
位
不
代
（

）、
威
乃
…
…
（
…
…
□
敗
れ
、
威
立
つ
者
は
勝
つ
。
凡
そ
將
の
其
の
道

に
死
す
者
…
…
□
□
□
威
は
位
を
志
す
に
在
り
、
位
を
志
し
て
た
が

は
ざ
れ
ば
、
威
乃
ち
…
…
）⑳
」
と

見
え
る
。『
守
法
守
令
等
十
三
篇
』
兵
令
篇
に
も
「
將
有
威
則
生
、
失
威
則
死
、
有
威

則
勝
、
毋
（
無
）
威
則
敗
（
將
は
威
有
れ
ば
則
ち
生
き
、
威
を
失
へ
ば
則
ち
死
す
、
威
有
れ
ば

則
ち
勝
ち
、
威
無
け
れ
ば
則
ち
敗
る
）」
と
あ
り
、
こ
の
文
は
『
群
書
治
要
』
引
く
『
尉
繚

子
』
の
文
と
一
致
す
る㉑
。

『
孫
臏
兵
法
』
に
は
前
揭
の
「
卒
寡
而
兵
强
者
、
有
義
也
」（
見
威
王
篇
）
の
ほ
か
、

兵
の
要
素
と
し
て
、
篡
卒
篇
に
「
孫
子
曰
、
兵
之
勝
在
於
篡
（
選
）
卒
、
其
勇
在
於

制
、
其
巧
在
於
埶
（
勢
）、
其
利
在
於
信
、
其
德
在
於
道
（
孫
子
曰
く
、
兵
の
勝
は
選
卒
に

在
り
、
其
の
勇
は
制
に
在
り
、
其
の
巧
は
勢
に
在
り
、
其
の
利
は
信
に
在
り
、
其
の
德
は
道
に
在

り
）」、「
孫
子
曰
、
德
行
者
、
兵
之
厚
積
也
。
信
者
、
兵
明
賞
也
（
孫
子
曰
く
、
德
行
は
、

兵
の
厚
積
な
り
。
信
は
、
兵
の
明
賞
な
り
）」
と
見
え
る
。
こ
こ
で
は
「
勇
」
は
兵
の
制
度

に
か
か
る
も
の
、「
利
」
は
「
信
＝
賞
が
明
ら
か
な
こ
と
」
に
か
か
る
も
の
、「
德
」

は
「
道
」
に
か
か
る
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
篡
卒
篇
の
殘
簡
に
「
…
…
□
□
令
、
一

曰
信
、
二
曰
忠
、
三
曰
敢
。
安
忠
。
忠
王
。
安
信
。
信
賞
。
安
敢
。
敢
去
不
善
。
不

忠
於
王
、不
敢
用
其
兵
。
不
信
於
賞
、百
生
（
姓
）
弗
德
。
不
敢
去
不
善
、百
生
（
姓
）

弗
畏
（
…
…
□
□
令
、
一
に
曰
く
信
、
二
に
曰
く
忠
、
三
に
曰
く
敢
。
安
く
に
か
忠
な
る
。
王
に

忠
た
り
。
安
く
に
か
信
な
る
。
賞
に
信
な
り
。
安
く
に
か
敢
な
る
。
不
善
を
去
る
に
敢
な
り
。
王
に

忠
た
ら
ざ
れ
ば
、
其
の
兵
を
用
ふ
る
に
敢
な
ら
ず
。
賞
に
信
な
ら
ざ
れ
ば
、
百
姓
德
と
せ
ず
。
去
不
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善
を
去
る
に
敢
な
ら
ざ
れ
ば
、
百
姓
畏
れ
ず
）」
と
見
え
る
。
缺
文
の
た
め
に
「
令
」
字
の

上
が
不
明
で
、
兵
全
體
あ
る
い
は
將
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、

こ
の
文
で
も
「
信
」
は
「
賞
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。「
敢
」
は
上
述
の
「
決
」

お
よ
び
「
勇
」
に
近
い
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
畏
」
と
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
威
」
に
も
つ
な
が
る
。
但
し
、「
忠
」
は
「
將
義
」
篇
に
は

無
か
っ
た
要
素
で
あ
り
、ま
た
こ
こ
で
は
「
信
」
↓
「
德
」
と
い
う
展
開
が
「
將
義
」

篇
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、八
陣
篇
に
は
「
孫
子
曰
、知
（
智
）
不
足
、將
兵
自
侍
（
恃
）
也
。
勇
不
足
、

將
兵
自
廣
也
。
不
知
道
、
數
戰
不
足
、
將
兵
幸
也
（
孫
子
曰
く
、
智
足
ら
ざ
れ
ば
、
將
兵

自
ら
恃
む
な
り
。
勇
足
ら
ざ
れ
ば
、
將
兵
自
ら
廣
く
す
る
な
り
。
道
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
數
し
ば
戰
ひ

て
足
ら
ず
、
將
兵
は
幸
な
り
）」、
陳
忌
問
壘
篇
の
殘
簡
に
「
…
…
而
先
智
（
知
）
勝
不
勝

之
謂
智
（
知
）
道
。
已
戰
而
智
其
所
…
…
（
…
…
而
し
て
勝
つ
と
勝
た
ざ
る
と
を
先
知
す
る

を
道
を
知
る
と
謂
う
。
已
に
戰
ひ
て
其
の
…
…
所
を
智
…
…
）」、「
…
…
所
以
智
（
知
）
敵
、所

以
曰
智
。
故
兵
無
…
…（
…
…
敵
を
知
る
所
以
、智
と
曰
ふ
所
以
。
故
に
兵
は
…
…
無
し
…
…
）」

と
あ
り
、「
智
」
お
よ
び
「
勇
」
を
兵
に
お
け
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
て
い
る

こ
と
が
窺
え
る
。２

、『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
貳
〕』
論
政
論
兵
之
類
の
諸
篇

「
將
義
」
篇
と
同
じ
く
論
政
論
兵
之
類
に
分
類
さ
れ
た
五
十
篇
の
う
ち
、他
に
將
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
に
、
一
「
將
敗
」
篇
、
二
「
將
失
」
篇
、
二
二
「
將
德
」

篇
お
よ
び
二
三
「
將
過
」
篇
が
あ
る
。「
將
敗
」「
將
失
」
と
い
う
篇
題
は
簡
に
明
記

さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、「
將
德
」「
將
過
」
は
整
理
小
組
が
內
容
か
ら
つ
け
た

篇
題
で
あ
る㉒
。
こ
の
章
で
は
こ
れ
ら
の
篇
の
內
容
と
「
將
義
」
篇
と
の
共
通
點
を
考

え
る
。

「
將
敗
」
篇

● 

將
敗
。
一
曰
不
能
而
自
能
。
二
曰
驕
。
三
曰
貪
於
位
。
四
曰
貪
於
財
。【
五

曰
□
。】
六
曰
輕
。
七
曰
遲
。
八
曰
寡
勇
。
九
曰
勇
而
弱
。
十
曰
寡
信
。
十
一

…
…
十
四
曰
寡
決
。
十
五
曰
緩
。
十
六
曰
怠
。
十
七
曰
□
。
十
八
曰
賊
。
十
九

曰
自
私
。
廿
曰
自
亂
。
多
敗
者
多
失
。

● 

將
の
敗
。
一
に
曰
く
、
能
く
せ
ざ
れ
ど
も
自
ら
能
く
す
と
す
。
二
に
曰
く
、
驕
る
。
三

に
曰
く
、
位
に
貪
る
。
四
に
曰
く
、
財
に
貪
る
。【
五
に
曰
く
、
□
。】
六
に
曰
く
、
輕
ん

ず
。
七
に
曰
く
、
遲
し
。
八
に
曰
く
、
勇
寡
な
し
。
九
に
曰
く
、
勇
な
れ
ど
も
弱
し
。
十

に
曰
く
、信
寡
な
し
。
十
一
…
…
十
四
に
曰
く
、決
寡
な
し
。
十
五
に
曰
く
、緩
し
。
十
六

に
曰
く
、
怠
る
。
十
七
に
曰
く
、
□
。
十
八
に
曰
く
、
賊
す
。
十
九
に
曰
く
、
自
ら
私
す
。

廿
に
曰
く
、
自
ら
亂
す
。
敗
多
き
者
は
失
多
し
。

こ
の
篇
で
は
軍
の
敗
北
に
つ
な
が
る
將
の
缺
點
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
將
義
」篇

と
は
「
十
曰
寡
信
」「
十
四
曰
寡
決
」
の
「
信
」「
決
」
が
共
通
し
て
い
る
。
な
お
、

こ
こ
で
は
「
寡
勇
」「
勇
而
弱
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
勇
」
と
「
決
」
が
別
の

も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

「
將
失
」
篇

こ
の
篇
は
全
部
で
三
十
二
の
失
敗
す
る
狀
況
を
列
擧
し
て
お
り
、
整
理
小
組
は
、

字
體
か
ら
も
と
は
「
將
敗
」
篇
と
一
篇
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
や
や

長
い
の
で
全
文
を
引
く
の
は
省
略
す
る
が
、「
一
曰
、
失
所
以
往
來
、
可
敗
也
（
一
に

曰
く
、
往
來
す
る
所
以
を
失
へ
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
）」
の
よ
う
に
具
體
的
な
狀
況
も
擧
げ
ら

れ
て
お
り
、
す
べ
て
が
將
の
人
的
要
素
に
關
わ
る
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ

の
中
で
「
將
義
」
篇
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
結
び
つ
く
も
の
を
拔
き
出
す
と
、

「
四
曰
、
令
不
行
、
衆
不
壹
、
可
敗
也
（
四
に
曰
く
、
令
行
は
れ
ず
、
衆
壹
な
ら
ざ
れ
ば
、
敗

る
べ
き
な
り
）」、「
廿
一
曰
、
多
疑
、
衆
疑
、
可
敗
也
（
廿
一
に
曰
く
、
疑
多
く
し
て
、
衆
疑

へ
ば
、敗
る
べ
き
な
り
）」
が
あ
る
。「
多
疑
、衆
疑
」
は
直
接
「
信
」
に
つ
い
て
述
べ
て
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い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
將
敗
」
篇
の
「
寡
信
」
と
近
く
、「
信
」
に
關
わ
る
も
の

で
あ
る
。

「
將
德
」
篇

…
…
赤
子
、
愛
之
若

童
、
敬
之
若
嚴
師
、
用
之
若
土
蓋
（
芥
）、
將
軍
【
之
□

也
】

將
不
兩
生
、
軍
不
兩
存
、
將
軍
之
【
□
也
】
…
…

…
…
而
不
御
、
君
令
不
入
軍
門
、
將
軍
之
恆
也
。
入
軍

…
…
不
失
、
將
軍
之
知
（
智
）
也
。
不
陘
（
輕
）
寡
、
不

（
劫
）
於
適
（
敵
）、

愼
終
若
始
、
將
軍
之
敬
也
。
叔
（
弔
）
死
問
傷
、
食
饑

（
矣
）、
與
□
…
…
□
、

將
軍
之
惠
也
。
賞
不
楡
（
逾
）
日
、
罰
不
瞏
（
還
）
面
、
不
維
其
人
、
不
何

其
期
、
犯
禁
不
□
、
將
【
軍
之
□
也
】
…
…

外
辰
、
此
將
軍
之
德
也
。

…
…
赤
子
、
こ
れ
を
愛い
つ
くし
む
こ
と

童
の
若
く
し
、
こ
れ
を
敬
ふ
こ
と
嚴
師
の
若
く
し
、

こ
れ
を
用
ふ
る
こ
と
土
芥
の
若
く
す
る
は
、
將
軍
【
の
□
な
り
。】

將
は
兩
つ
な
が
ら
は
生
き
ず
、
軍
は
兩
つ
な
が
ら
は
存
せ
ざ
る
は
、
將
軍
の
【
□
な
り
。】

…
…
而
し
て
御
せ
ず
、
君
の
令
は
軍
門
に
入
れ
ざ
る
は
、
將
軍
の
恆
な
り
。
入
軍
…
…

…
…
失
は
ざ
る
は
、
將
軍
の
智
な
り
。
寡
を
輕
ん
ぜ
ず
、
敵
に
劫
か
さ
れ
ず
、
終
り
を
愼

む
こ
と
始
め
の
若
く
す
る
は
、將
軍
の
敬
な
り
。
死
す
る
も
の
を
弔
ひ
傷そ
こ
なふ
も
の
を
問
ひ
、

饑き

矣あ
く

に
食
ら
は
せ
、
與
□
…
…
□
、
將
軍
の
惠
な
り
。
賞
す
る
に
日
を
逾
え
ず
、
罰
す
る

に
面
を
還
ら
さ
ず
、
其
の
人
を
維つ
な

が
ず
、
不
何

…
…
其
の
期
、
禁
を
犯
し
て
□
せ
ざ
る
は
、
將
【
軍
の
□
な
り
】
…
…

外
辰
、
此
れ
將
軍
の
德
な
り
。

こ
の
篇
も
缺
文
の
た
め
不
明
な
點
が
多
い
が
、
將
が
そ
な
え
る
べ
き
要
素
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
。
あ
き
ら
か
に
讀
め
る
の
は
「
恆
」「
智
」「
敬
」「
惠
」「
德
」
で
あ

る
が
、「
將
義
」
篇
と
共
通
す
る
「
智
」「
德
」
に
つ
い
て
は
詳
細
が
明
ら
か
で
な
い
。

賞
罰
に
關
わ
る
「
賞
不
楡
（
逾
）
日
…
…
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

こ
と
か
ら
考
え
る
と
「
信
」
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
確
か
で
は
な
い
。

な
お
、
論
政
論
兵
之
類
諸
篇
の
中
で
、「
將
軍
」
と
い
う
詞
を
使
用
し
て
い
る
の
は

こ
の
篇
の
み
で
あ
り
、
あ
る
い
は
こ
の
篇
は
他
の
篇
と
は
異
な
っ
て
獨
立
し
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い㉓
。
と
は
い
え
、「
愛
之
若

童
」
は
『
孫
子
』
地
形
篇
に
見
え
る

「
視
卒
如
嬰
兒
、
故
可
與
之
赴
深
谿
。
視
卒
如
愛
子
、
故
可
與
之
俱
死
（
卒
を
視
る
こ
と

嬰
兒
の
如
し
、
故
に
之
と
深
谿
に
赴
く
べ
し
。
卒
を
視
る
こ
と
愛
子
の
如
し
、
故
に
之
と
俱
に
死
す

べ
し
）」
に
通
じ
、「
君
令
不
入
軍
門
」
は
『
孫
子
』
九
變
篇
の
「
君
命
有
所
不
受
」
に

通
じ
る
等
、
多
く
の
兵
書
に
共
通
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
將
過
」
篇

● 

適
（
敵
）
將
之
過
有
十
。
將
有
勇
而
主
〈
輕
〉
死
者
、
有
急
而
心

者
、
有

貪
而
好
貨
者
、
有
仁
而
信
【
人
者
、
有
仁
而
慈
衆
】
者
、
有
知
（
智
）
而
心
袪

（
怯
）
者
、
有
知
（
智
）
而
精

（
潔
）
者
、
有
知
（
智
）
而
心
緩
者
、
有
剛
琵

（
毅
）
自
用
者
、
有
耎
（

）
而
…
…
勇
而
主
〈
輕
〉
死
者
可
秀
（
誘
）、
急
而
心

者
可
久
、
貪
而
好
貨
者
可
洛
（
賂
）、
仁
而
信
人
者
可
詐
、
仁
而
慈
衆
者
可
先
、

知
（
智
）
而
心
怯
者
可
戰
、
知
（
智
）
而
精

（
潔
）
者
可
後
、
知
（
智
）
而
心

緩
者
可
牧
（
謀
）、
剛
琵
（
毅
）
自
…
…

● 

敵
將
の
過
ち
に
十
有
り
。
將
に
勇
に
し
て
死
を
輕
ん
ず
る
者
有
り
、急せ

き
て
心
す
み

や
か

な
る
者
有
り
、
貪
り
て
貨
を
好
む
者
有
り
、
仁
に
し
て
【
人
を
】
信
ず
る
【
者
】
有
り
、

【
仁
に
し
て
衆
を
慈
し
む
】
者
【
有
り
】、
智
あ
れ
ど
も
心
怯
ゆ
る
者
有
り
、
智
あ
れ
ど
も

精
潔
な
る
者
有
り
、
智
あ
れ
ど
も
心
緩
や
か
な
る
者
有
り
、
剛
毅
に
し
て
自
ら
用
ふ
る
者

有
り
、
よ
わ

く
し
て
…
…
有
り
。
…
…
勇
に
し
て
死
を
輕
ん
ず
る
者
は
誘
ふ
べ
く
、
急
き
て

心

や
か
な
る
者
は
久ま

つ
べ
く
、
貪
り
て
貨
を
好
む
者
は
賂
ひ
す
べ
く
、
仁
に
し
て
人
を

信
ず
る
者
は
詐
く
べ
く
、
仁
に
し
て
衆
を
慈
し
む
者
は
先
ん
ず
る
べ
く
、
智
あ
れ
ど
も
心

怯
ゆ
る
者
は
戰お
の
のか
し
む
べ
く
、
智
あ
れ
ど
も
精
潔
な
る
者
は
後
に
す
べ
く
、
智
あ
れ
ど
も
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心
緩
や
か
な
る
者
は
謀
る
べ
く
、
剛
毅
に
し
て
自
ら
…
…

こ
の
篇
は
「
敵
將
之
過
」
と
い
い
、
自
軍
の
將
で
は
な
く
、
敵
將
の
人
格
の
缺
點

を
分
析
し
對
應
す
る
こ
と
に
つ
い
て
說
い
た
も
の
で
、
內
容
は
『
六
韜
』
龍
韜
・
論

將
篇
の
一
部
と
重
な
る㉔
。
こ
こ
で
は
「
勇
」「
仁
」「
智
」
が
良
い
要
素
と
し
て
擧
げ

ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
要
素
に
缺
點
が
附
帶
す
る
た
め
に
弱
點
と
な
る
場
合
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
要
素
に
は
逆
に
缺
點
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
最

も
重
要
な
要
素
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、「
義
」
を
第
一
と
し
た
「
將
義
」
篇

と
通
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、『
孫
子
』
の
唐
・
賈
林
注
に
は
「
專
任
智
則
賊
、
偏
施
仁
則
懦
、
固
守
信
則

愚
、
恃
勇
力
則
暴
、
令
過
嚴
則
殘
。
五
者
兼
備
、
各
適
其
用
、
則
可
爲
將
帥
（
專
ら
智

に
任
ず
れ
ば
則
ち
賊
、
仁
を
施
す
に
偏
す
れ
ば
則
ち
懦
、
固
く
信
を
守
れ
ば
則
ち
愚
、
勇
力
に
恃
め

ば
則
ち
暴
、
令
し
て
嚴
に
過
ぐ
れ
ば
則
ち
殘
。
五
者
兼
ね
て
備
へ
、
各
お
の
其
用
に
適か

な

へ
ば
、
則
ち

將
帥
と
爲
す
べ
し
）」
と
あ
り
、『
孫
子
』
で
述
べ
ら
れ
る
要
件
も
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
兼

ね
備
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
說
か
れ
て
い
る
。

以
上
、
將
に
關
連
し
た
篇
を
見
て
き
た
が
、
い
ず
れ
も
「
將
義
」
篇
と
共
通
し
た

要
素
が
見
ら
れ
、思
想
の
關
連
が
考
え
ら
れ
た
。「
將
敗
」
篇
で
は
「
信
」
と
「
決
」、

「
將
失
」
篇
で
は
「
令
不
行
↓
不
壹
」
と
「
信
」
に
關
わ
る
「
疑
」、「
將
德
」
篇
で
は

「
智
」
と
「
德
」
と
「
信
」
に
關
わ
る
賞
罰
、「
將
過
」
篇
で
は
「
仁
」「
智
」
が
缺
點

と
と
も
に
述
べ
ら
れ
、「
義
」
を
第
一
と
す
る
「
將
義
」
篇
と
通
じ
る
。

さ
ら
に
、
補
足
と
し
て
、
論
政
論
兵
之
類
三
八
「
民
之
情
」
篇
を
擧
げ
て
お
き
た

い㉕
。
こ
の
篇
は
、明
確
に
篇
題
を
示
す
も
の
は
無
い
が
、文
末
が
「
…
…
民
之
請
（
情
）

也
」と
い
う
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
整
理
小
組
が
名
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。

文
中
に
「
兵
」
と
い
う
語
は
出
て
こ
な
い
が
、「
可
與
堅
戰
固
守
（
與
に
堅
く
戰
ひ
固
く

守
る
べ
し
）」
等
と
あ
り
、
篇
全
體
が
兵
に
關
す
る
も
の
だ
と
見
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
篇
で
は
、「
卿
大
夫
官
吏
士
民
之
守
職
也
固
、
民
死
分
（
卿
大
夫
・
官
吏
・
士
・

民
の
職
を
守
る
や
固
け
れ
ば
、
民 

分
に
死
す
）」、「
知
所
輕
所
重
之
分
、
而
俗
高
賢
。
俗
高

賢
而
民
志
。
民
志
、
可
與
犯
難
（
輕
ん
ず
る
所
と
重
ん
ず
る
所
と
の
分
を
知
り
、
而
し
て
俗 

賢
を
高と
う
とぶ
。
俗 

賢
を
高
べ
ば
民
志
す
。
民
志
せ
ば
、
與
に
難
を
犯
す
べ
し
）」、「
士
卒
共
甘
苦
、

䟔
（
赴
）
堅
（
艱
）
難
、
儲
（
冒
）
白
刃
、
蒙
矢
石
、
民
難
敝
、
民
之
請
（
情
）
也
（
士

卒
【
と
】
甘
苦
を
共
に
せ
ば
、
艱
難
に
赴
き
、
白
刃
を
冒
し
、
矢
石
を
蒙
れ
ど
も
、
民 

敝や
ぶ

れ
難

し
）」、「
賞
罰
信
、
功
貴
勞
利
、
所
以
致
顯
榮
佚
（
逸
）
樂
之
涂
（
途
）
陜
（
狹
）、
民

勸
賞
猥
（
畏
）
罰
、
民
之
請
（
請
）
也
（
賞
罰
信
あ
り
、
功
あ
れ
ば
貴
ば
れ
勞
あ
れ
ば
利
せ
ら

る
れ
ば
、
顯
榮
佚
樂
を
致
す
の
途
に
（
狹
）〔
浹と
ほ

〕
る
所
以
に
し
て
、
民 

賞
に
勸
め
罰
を
畏
る
）」

と
、
節
度
・
職
分
を
明
確
に
し
、
賞
罰
が
嚴
格
に
行
わ
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
說
く
。

但
し
、「
傳
曰
、
用
衆
无
得
於
八
者
、
而
欲
徒
以
刑
罰
威
之
、
難
以
用
衆
（
傳
に
曰
く
、

衆
を
用
ひ
ん
と
し
て
八
者
を
得
る
こ
と
无
く
、
而
し
て
徒
ら
に
刑
罰
を
以
て
之
を
威お

ど

さ
ん
と
欲
す

れ
ば
、
以
て
衆
を
用
ひ
難
し
）」
と
刑
罰
に
比
重
を
か
け
る
こ
と
を
戒
め
、
民
の
心
情
を

よ
く
理
解
し
た
う
え
で
用
い
る
こ
と
を
說
い
て
い
る
。

さ
ら
に
、こ
の
篇
で
は
「
民
知
分
死
誼
（
義
）（
民 

分
を
知
れ
ば
義
に
死
す
）」
と
「
誼
」

字
が
使
用
さ
れ
、
整
理
小
組
は
「
義
」
の
通
假
字
と
し
て
い
る
。
整
理
小
組
は
特
に

注
を
つ
け
て
お
ら
ず
、
譯
注
で
は
、「
誼
」
と
「
義
」
の
通
假
例
を
擧
げ
、
ま
た
『
司

馬
法
』
嚴
位
篇
「
凡
人
、
死
愛
、
死
怒
、
死
威
、
死
義
、
死
利
（
凡
そ
人
は
、
愛
に
死

し
、
怒
に
死
し
、
威
に
死
し
、
義
に
死
し
、
利
に
死
す
）」、『
呂
氏
春
秋
』
季
秋
紀
・
知
士
篇

「
夫
士
亦
有
千
里
、
高
節
死
義
、
此
士
之
千
里
也
（
夫
れ
士
も
亦
千
里
有
り
、
高
節
に
し
て

義
に
死
す
る
は
、
此
れ
士
の
千
里
な
り
）」、
離
俗
篇
「
令
此
處
人
主
之
旁
、
亦
必
死
義
矣

（
此
を
し
て
人
主
の
旁
に
處
ら
し
む
れ
ば
、亦
必
ず
義
に
死
せ
ん
）」
を
「
死
義
」
の
用
例
と
し

て
引
い
た
が
、
通
假
字
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、〝
義
＝
誼
〞
と
し

て
禮
法
に
合
致
す
る
規
範
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
も
「
將
義
」
篇
と
同
じ
く
「
義
」
が
重
ん
じ
ら
れ
、「
義
」
が

職
分
や
賞
罰
と
い
う
制
度
・
規
範
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る㉖
。
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三
、
結
び

以
上
、「
將
義
」
篇
に
見
ら
れ
る
將
の
要
件
と
、
諸
書
お
よ
び
銀
雀
山
漢
簡
に
見
ら

れ
る
將
に
つ
い
て
の
文
を
檢
討
し
て
き
た
。

「
將
義
」
篇
で
將
の
第
一
要
件
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
「
義
」
と
は
、禮
法
制
度

の
基
盤
と
し
て
の
倫
理
的
規
範
で
あ
り
、
そ
れ
と
確
固
と
し
て
備
え
て
い
る
こ
と
が

要
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
制
度
の
嚴
格
化
に
つ
な
が
り
、軍
全
體
の
威
嚴
と
な
り
、

兵
卒
に
死
力
を
盡
く
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
要
件
で
あ
る
「
仁
」
は
惠
愛
を

與
え
る
こ
と
に
よ
り
下
の
者
が
歸
屬
し
、
勝
ち
に
つ
な
げ
ら
れ
る
。
第
三
要
件
で
あ

る
「
德
」
は
下
の
者
を
惹
き
つ
け
て
力
を
出
さ
せ
る
よ
う
に
し
、軍
を
有
利
に
す
る
。

第
四
要
件
で
あ
る
「
信
」
は
賞
罰
・
命
令
を
明
確
に
し
嚴
格
に
行
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
軍
が
一
つ
に
な
り
、
功
名
が
擧
げ
ら
れ
る
こ
と
に
つ
な
げ
ら
れ
る
。

第
五
要
件
で
あ
る
「
智
勝
」
は
情
報
收
集
と
分
析
、
最
後
の
要
件
と
さ
れ
た
「
決
」

は
「
勇
」
を
含
む
決
斷
力
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
て
み
る
と
「
義
」「
信
」
は
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
客
觀
的
に
目
に
見
え

て
明
ら
か
に
し
や
す
い
も
の
、「
仁
」「
德
」
は
そ
れ
を
內
部
で
支
え
る
も
の
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
「
義
」「
信
」、
倫
理
規
範
と
制
度
賞
罰
は
シ
ス
テ
ム

で
あ
り
、
い
わ
ば
公
的
な
も
の
で
あ
る
が
、「
仁
」「
德
」
は
そ
の
人
自
身
に
關
わ
っ

て
く
る
內
的
な
要
素
で
あ
る
。「
仁
」「
德
」
が
具
體
的
に
民
に
と
っ
て
目
に
見
え
る

形
と
し
て
表
さ
れ
た
も
の
が
「
義
」「
信
」
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し

て
、「
義
」
を
第
一
要
件
に
お
い
た
「
將
義
」
篇
で
は
、
よ
り
明
確
に
目
に
見
え
る
制

度
・
賞
罰
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
、
銀
雀
山
漢
簡
の
諸
篇

を
通
じ
て
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
諸
兵
書
の
中
で
は
特
に
「
威
」
を
重
ん
じ
た
『
尉
繚

子
』
に
通
じ
る
。『
尉
繚
子
』
の
成
立
年
代
は
定
か
で
は
無
い
が
、尉
繚
子
は
戰
國
時

代
の
梁
（
魏
）
と
關
わ
り
の
あ
る
人
物
と
さ
れ
、
內
容
を
見
る
と
軍
制
・
紀
律
、
信

賞
必
罰
を
重
視
し
、法
家
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る㉗
。
第
一
章
で
引
い
た
書
を
見
て
も
、

『
荀
子
』『
商
君
書
』
等
、
法
家
に
近
い
思
想
の
も
の
が
多
い
。

こ
う
し
た
思
想
に
は
、
戰
國
時
代
と
い
う
亂
世
な
ら
で
は
の
背
景
が
あ
る
。
諸
侯

は
群
雄
割
據
し
、
軍
の
規
模
は
擴
大
化
し
兵
卒
の
人
數
が
多
く
な
っ
た
。
ま
た
樣
々

な
思
想
が
現
れ
、
價
値
觀
が
多
樣
化
し
た
時
代
で
も
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
人
德
と

い
う
內
部
の
も
の
だ
け
に
賴
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
、
ま
た
將
の
性
格
上
の
缺
點
に

起
因
す
る
敗
北
の
事
例
も
蓄
積
し
た
。
そ
こ
で
、
法
家
が
目
指
し
た
よ
う
な
、
シ
ス

テ
ム
と
し
て
の
倫
理
規
範
お
よ
び
制
度
と
、
そ
れ
を
正
確
に
運
營
し
、
統
率
力
を
持

つ
人
材
が
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。『
孫
子
』
に
は
「
若
驅
群
羊
、
驅
而
往
、
驅

而
來
、
莫
知
所
之
（
群
羊
を
驅
る
が
若
し
、
驅
ら
れ
て
往
き
、
驅
ら
れ
て
來
る
も
、
之
く
所
を

知
る
莫
し
）」（
九
地
篇
）
と
何
も
知
ら
な
い
兵
卒
を
戰
わ
ざ
る
を
得
な
い
狀
況
に
追
い

込
ん
で
動
か
す
こ
と
が
說
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
小
規
模
だ
か
ら
こ
そ
可
能
な
こ

と
で
あ
る
。
兵
卒
の
數
が
增
え
、
人
も
流
動
的
に
な
る
に
從
っ
て
、
賞
罰
と
い
う
目

に
見
え
る
も
の
を
示
し
て
兵
卒
を
確
保
し
、
動
か
す
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
。

白
川
靜
氏
は
春
秋
時
代
か
ら
戰
國
時
代
の
思
想
の
變
化
に
つ
い
て
、「
傳
統
は
滅
び
、

な
が
い
分
裂
と
抗
爭
と
が
、
す
べ
て
を
荒
廢
さ
せ
て
い
た
。
問
題
を
、
人
間
の
內
面

の
も
の
と
し
て
解
決
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
列
國
の
歷
史
的

役
割
も
、
す
で
に
終
り
に
近
づ
い
て
い
る
。
い
ま
や
天
下
を
、
そ
の
政
治
的
對
象
と

し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
確
に
客
體
化
し
う
る
よ
う
な
、
新
し
い
原
理
が

要
求
さ
れ
る
。㉘
」
と
述
べ
、
內
面
の
世
界
か
ら
ノ
モ
ス
（
公
共
性
の
原
理
）
＝
道
德
や
法

律
の
世
界
へ
の
移
行
を
論
じ
て
い
る
。
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
倫
理
規
範
は
ま
さ
に
そ

の
ノ
モ
ス
的
世
界
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。『
孫
子
』で
第
一
要
件
と
し
て
擧

げ
ら
れ
て
い
た
「
智
」
の
重
要
性
が
低
く
な
っ
た
の
は
、
情
報
收
集
は
旣
に
前
提
事

項
と
な
り
、
そ
れ
よ
り
も
軍
全
體
の
統
率
・
管
理
が
さ
ら
に
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
將
義
」
篇
の
內
容
は
そ
の
變
化
を
如
實
に
表
し
て

お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
『
孫
子
』
の
思
想
が
『
孫
臏
兵
法
』
や
〔
貳
〕
に
收
錄
さ
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れ
た
論
政
論
兵
之
類
の
諸
篇
よ
り
も
や
や
早
い
時
代
の
も
の
を
反
映
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

加
え
て
、「
將
義
」
篇
と
第
二
章
で
取
り
上
げ
た
「
將
德
」
は
將
の
要
件
、「
將
敗
」・

「
將
失
」・「
將
過
」
は
、
將
の
缺
點
・
過
失
を
列
擧
し
て
お
り
、
將
の
選
拔
が
如
何
に

重
要
視
さ
れ
て
い
た
か
が
讀
み
取
れ
る
。
銀
雀
山
漢
簡
を
所
有
し
て
い
た
人
物
が
、

將
を
任
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
任
用
す
る
人
に
進
言
す
る
立
場
に
あ
っ
た
の

か
、
あ
る
い
は
自
分
が
就
く
た
め
で
あ
っ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
彼
の
將
へ
の
要
件

に
つ
い
て
の
關
心
の
高
さ
と
、
戰
國
時
代
か
ら
漢
代
に
か
け
て
こ
の
よ
う
な
將
に
關

す
る
文
章
が
多
く
書
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
え
る
。『
吳
子
』
論
將
篇
然

り
、『
六
韜
』
龍
韜
・
論
將
篇
お
よ
び
選
將
篇
然
り
、
唐
・
李
筌
『
太
白
陰
經
』
に
は

そ
れ
ら
に
加
え
、
人
相
に
よ
っ
て
將
を
選
ぶ
方
法
（「
鑑
人
篇
」）
ま
で
が
收
錄
さ
れ
て

い
る
等
、
將
の
人
材
選
び
は
時
代
を
問
わ
ず
兵
に
と
っ
て
の
重
大
な
課
題
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

前
述
の
如
く
、
こ
れ
ら
は
春
秋
戰
國
時
代
に
か
け
て
の
多
く
の
戰
亂
の
經
驗
か
ら

蓄
積
・
分
析
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
成
功
は
偶
然
の
產
物
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
、

失
敗
は
原
因
が
明
ら
か
で
あ
り
、
失
敗
か
ら
學
ぶ
こ
と
が
確
實
で
あ
る
と
考
え
た
の

で
あ
ろ
う
。
論
政
論
兵
之
類
に
分
類
さ
れ
た
篇
に
は
、
篇
題
が
分
か
っ
て
い
る
も
の

だ
け
で
も
、「
兵
之
恆
失
」「
爲
國
之
過
」「
務
過
」「
三
亂
三
危
」「
有
國
務
過
」「
患

之
」
と
國
の
危
機
に
な
る
狀
況
、
敗
北
の
原
因
な
ど
を
分
析
し
て
戒
め
と
す
る
內
容

の
篇
が
多
い
。
そ
れ
は
『
孫
子
』
の
「
故
明
君
愼
之
、
良
將
警
之
、
此
安
國
全
軍
之

道
也
（
故
に
明
君
は
之
を
愼
み
、
良
將
は
之
を
警
む
、
此
れ
國
を
安
ん
じ
軍
を
全
う
す
る
の
道
な

り
）」（
火
攻
篇
）
の
思
想
と
通
じ
、
ま
た
銀
雀
山
漢
簡
の
所
有
者
の
考
え
が
反
映
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
餘
說
だ
が
、身
體
部
位
へ
の
配
當
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。「
將
義
」
篇

で
は
「
義
」
を
首
、「
仁
」
を
腹
、「
德
」
を
手
、「
信
」
を
足
、「
決
」
を
尾
に
配
當

し
て
い
る
。「
智
」
は
缺
文
の
た
め
不
明
だ
が
、「
心
」、「
耳
目
」、「
股
」
等
が
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
德
目
や
身
體
部
位
の
配
當
と
い
え
ば
『
易
』
が
想
起
さ
れ
る
。

『
易
』
說
卦
傳
に
「
乾
爲
首
、
坤
爲
腹
、
震
爲
足
、
巽
爲
股
、
坎
爲
耳
、
離
爲
目
、
艮

爲
手
、
兌
爲
口㉙
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
當
て
は
め
て
み
る
と
義
＝
乾
、
仁
＝
坤
、
德
＝

艮
、
信
＝
震
と
な
る
が
、『
周
易
乾
鑿
度
』
の
五
常
說
で
は
仁
＝
震
、
信
＝
坎
、
義
＝

兌
、
智
＝
中
央
で
あ
り㉚
、
一
致
し
な
い
。
管
見
で
は
他
に
首
・
腹
・
手
・
足
・
尾
と

い
っ
た
同
樣
の
部
位
を
セ
ッ
ト
に
し
て
何
か
を
配
當
し
た
例
が
見
つ
け
ら
れ
ず
、
そ

も
そ
も
「
尾
」
が
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
人
體
へ
の
配
當
で
は
な
く
、
五
行
說
や

『
易
』
の
配
當
と
は
關
係
が
無
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

で
は
何
故
「
尾
」
が
入
っ
て
い
る
の
か
。「
尾
」
と
い
え
ば
、『
孫
子
』
九
地
篇
に

「
故
善
用
兵
者
、
譬
如
率
然
。
率
然
者
、
常
山
之
蛇
也
、
擊
其
首
則
尾
至
、
擊
其
尾
則

首
至
、
擊
其
中
則
首
尾
俱
至
（
故
に
善
く
兵
を
用
ふ
る
者
は
、
譬
ふ
れ
ば
率
然
の
如
し
。
率
然

は
、
常
山
の
蛇
な
り
、
其
の
首
を
擊
て
ば
則
ち
尾
至
り
、
其
の
尾
を
擊
て
ば
則
ち
首
至
り
、
其
の
中

を
擊
て
ば
則
ち
首
尾
俱
に
至
る
）」
と
あ
り
、
宋
・
何
去
非
『
何
博
士
備
論
』
で
は
こ
の

文
を
引
い
て
「
此
言
其
陣
之
分
也
。
以
陣
而
必
分
、則
凡
兵
之
大
勢
者
可
知
也
（
此
れ

其
の
陣
の
分
か
つ
を
言
ふ
な
り
。
陣
し
て
必
ず
分
か
つ
を
以
て
す
、則
ち
凡
そ
兵
の
大
勢
な
る
者
知

る
べ
き
な
り
）」（
符
堅
論
上
）
と
布
陣
の
こ
と
と
し㉛
、
宋
・
許
洞
『
虎
鈐
經
』
で
も
「
凡

四
陣
逐
部
結
陣
之
法
、
橫
七
隊
爲
首
、
橫
七
隊
爲
身
、
橫
六
隊
爲
尾
（
凡
そ
四
陣
の
逐

部
結
陣
の
法
、
橫
七
隊
は
首
と
爲
し
、
橫
七
隊
は
身
と
爲
し
、
橫
六
隊
は
尾
と
爲
す
）」（
教
旗
篇
）

と
布
陣
す
る
さ
い
に
部
隊
を
首
・
身
・
尾
と
分
け
て
い
る32
。『
孫
臏
兵
法
』
威
王
問
篇

に
も
「
必
臧
其
尾
、
令
之
能
歸
（
必
ず
其
の
尾
を
臧か
く

し
、
之
を
し
て
能
く
歸
ら
し
む
）」
と
あ

り
、整
理
小
組
の
注
に
よ
れ
ば
「
尾
」
は
後
方
部
隊
の
こ
と
で
あ
る
。『
握
奇
經
』
な

ど
に
記
さ
れ
る
陣
に
も
蛇
を
は
じ
め
虎
や
鳥
な
ど
動
物
の
姿
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
が

見
え
、「
尾
」
は
兵
に
携
わ
る
者
に
は
馴
染
み
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。「
義
」
を
首
と

し
て
「
決
」
を
尾
と
し
た
こ
と
に
は
前
揭
の
『
三
略
』「
義
之
決
也
」、『
白
虎
通
德

論
』「
義
者
、
宜
也
、
斷
決
得
中
也
」
と
あ
る
ご
と
く
、
二
者
の
關
係
を
示
す
も
の
と
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も
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
上
記
の
よ
う
に
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
「
義
」
を
首
、「
信
」
を
足
と

し
、
內
部
の
要
因
に
關
わ
る
「
仁
」
を
腹
、「
德
」
を
手
と
、「
義
」
と
關
係
す
る

「
決
」
を
尾
に
と
、う
ま
く
配
置
し
て
譬
え
た
發
想
は
優
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

注①　
山
東
省
博
物
館
・
臨
沂
文
物
組
「
山
東
臨
沂
西
漢
墓
發
現
《
孫
子
兵
法
》
和
《
孫
臏

兵
法
》
等
竹
簡
的
簡
報
」（『
文
物
』
二
一
三
號
、一
九
七
四
年
第
二
期
）
に
發
掘
報
吿

が
あ
る
。
ま
た
詳
細
は
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
壹
〕』（
文
物
出
版
社
、一
九
八
五
年
）、

『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
貳
〕』（
文
物
出
版
社
、二
〇
一
〇
年
）
の
「
編
輯
說
明
」
參
照
。

②　
「
義
將
」
と
い
う
篇
題
は
最
初
の
簡
の
裏
側
に
書
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
篇
末
の
表

に
も
「
將
義
」
と
い
う
題
名
が
書
か
れ
て
お
り
、整
理
小
組
は
文
義
か
ら
考
え
て
、「
將

義
」
と
い
う
題
名
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、「
將
義
」
は

こ
の
章
の
題
名
で
、
さ
ら
に
續
く
章
が
あ
り
、
全
體
の
篇
題
が
「
義
將
」
で
あ
っ
た
と

い
う
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、同
じ
銀
雀
山
漢
簡
『
孫
子
』
實
虛
篇
の
末
尾
に
は

「
● 

神
要
」（
𥳑
番
號
六
七
）
と
書
か
れ
て
お
り
、章
題
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
。

③　

以
下
、『
孫
子
』
の
本
文
と
諸
注
は
、
楊
丙
安
『
十
一
家
注
孫
子
校
理
』（
新
編
諸
子

集
成
、
中
華
書
局
、
一
九
九
九
年
）
に
據
る
。

④　

以
下
、『
六
韜
』
の
本
文
は
『
中
國
兵
書
集
成
』
1
（
解
放
軍
出
版
社
・
遼
寧
書
社
、

一
九
八
七
年
）所
收
の
中
華
學
藝
社
影
宋
刻
武
經
七
書
本
に
據
る
。
な
お
論
將
篇
に
は

こ
の
文
に
つ
づ
き
將
の
避
け
る
べ
き
要
素
と
し
て
、「
所
謂
十
過
者
、
有
勇
而
輕
死
者
、

有
急
而
心
速
者
、
有
貪
而
好
利
者
、
有
仁
而
不
忍
人
者
、
有
智
而
心
怯
者
、
有
信
而
喜

信
人
者
、
有
廉
潔
而
不
愛
人
者
、
有
智
而
心
緩
者
、
有
剛
毅
而
自
用
者
、
有
懦
而
喜
任

人
者
。
勇
而
輕
死
者
、
可
暴
也
。
急
而
心
速
者
、
可
久
也
。
貪
而
好
利
者
、
可
遺
也
。

仁
而
不
忍
人
者
、
可
勞
也
。
智
而
心
怯
者
、
可
窘
也
。
信
而
喜
信
人
者
、
可
誑
也
。
廉

潔
而
不
愛
人
者
、
可
侮
也
。
智
而
心
緩
者
、
可
襲
也
。
剛
毅
而
自
用
者
、
可
事
也
。
懦

而
喜
任
人
者
、
可
欺
也
」
と
す
る
。

⑤　

以
下
、『
吳
子
』
の
本
文
は
『
中
國
兵
書
集
成
』
1
所
收
の
中
華
學
藝
社
影
宋
刻
武

經
七
書
本
に
據
る
。

⑥　

以
下
、『
尉
繚
子
』
の
本
文
は
『
中
國
兵
書
集
成
』
1
所
收
の
中
華
學
藝
社
影
宋
刻

武
經
七
書
に
據
る
。
な
お
、「
上
不
制
於
天
、
下
不
制
於
地
、
中
不
制
於
人
」
の
三
句

は
武
議
篇
に
も
見
ら
れ
る
。

⑦　

以
下
、『
三
略
』
の
本
文
は
『
中
國
兵
書
集
成
』
2
（
一
九
八
八
年
）
所
收
の
中
華

學
藝
社
影
宋
刻
武
經
七
書
本
に
據
る
。

⑧　

以
下
、『
淮
南
子
』
の
本
文
お
よ
び
諸
注
は
劉
文
典
撰
・
殷
光
熹
點
校
『
淮
南
鴻
烈

集
解
』（
安
徽
大
學
出
版
社
・
雲
南
大
學
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）
に
據
る
。

⑨　
『
字
通
』、
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
に
據
る
。

⑩　
『
白
虎
通
德
論
』
本
文
は
古
典
硏
究
會
『
和
刻
本
漢
籍
隨
筆
集
』
第
十
集
（
汲
古
書

院
、
昭
和
四
十
九
年
）
所
收
の

文
二
年
（
一
六
六
二
）
印
本
に
據
る
。

⑪　

以
下
、『
司
馬
法
』
の
本
文
お
よ
び
注
釋
は
王
震
撰
『
司
馬
法
集
釋
』（
新
編
諸
子
集

成
續
編
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
八
年
）
を
使
用
し
た
。『
司
馬
法
』
以
外
の
兵
書
に
對

す
る
金
・
施
子
美
の
注
は
『
施
氏
七
書
講
義
』（『
中
國
兵
書
集
成
』
8
、
一
九
九
二
年

所
收
の
日
本
文
久
三
年
刻
本
）、
明
・
劉
寅
の
注
は
『
武
經
七
書
直
解
』（『
中
國
兵
書

集
成
』
10
・
11
、
一
九
九
〇
年
所
收
の
丁
氏
八
千
卷
樓
藏
書
影
明
本
）
に
據
る
。

⑫　
『
太
平
御
覽
』
は
四
部
叢
刊
三
編
所
收
の
上
海
涵
芬
樓
影
印
靜
嘉
堂
文
庫
藏
宋
刊
本

に
據
る
。

⑬　

李
零
譯
注
『
司
馬
法
譯
注
』（『
新
注
新
譯　

兵
家
寶
鑑
』
所
收
、
河
北
人
民
出
版

社
、
一
九
九
一
年
）
に
據
る
。

⑭　

以
下
、『
荀
子
』
の
本
文
と
注
は
董
治
安
・
鄭
傑
文
・
魏
代
富
整
理
『
荀
子
匯
校
匯

注
附
考
證
』（
鳳
凰
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）
に
據
る
。

⑮　

以
下
、『
韓
非
子
』
の
本
文
は
淸
・
王
先
謙
撰
『
韓
非
子
集
解
』（
新
編
諸
子
集
成
、

中
華
書
局
、
一
九
九
八
年
）
に
據
る
。

⑯　
『
十
三
經
注
疏
整
理
本　

禮
記
正
義
』（
北
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
據

る
。

⑰　

後
漢
・
王
符
撰
、
淸
・
汪
繼
培
箋
、
彭
鐸
校
正
『
潛
夫
論
箋
校
正
』（
新
編
諸
子
集

成
、
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
）
に
據
る
。
こ
の
文
は
『
孫
子
』
の
文
に
對
す
る
解
說

文
で
あ
る
。
な
お
こ
こ
に
引
か
れ
る
『
孫
子
』
の
文
に
は
、「
將
者
、
智
也
、
仁
也
、

敬
也
、
信
也
、
勇
也
、
嚴
也
」
と
「
敬
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

⑱　

漢
・
劉
向
撰
、
向
宗
魯
校
證
『
說
苑
』（
中
國
古
典
文
學
基
本
叢
書
、
中
華
書
局
、

一
九
八
七
年
）
に
據
る
。
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⑲　

蔣
禮
鴻
撰
『
商
君
書
錐
指
』（
新
編
諸
子
集
成
、
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
）
に
據

る
。

⑳　

整
理
小
組
は
第
二
篇
を
攻
權
篇
の
文
だ
と
し
て
い
る
。

㉑　
『
守
法
守
令
等
十
三
篇
』
兵
令
篇
は
、
整
理
小
組
に
よ
れ
ば
宋
本
『
尉
繚
子
』
の
兵

令
篇
と
內
容
が
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
書
式
や
筆
跡
が
違
う
た
め
分
け
た
と
い
う
。『
群
書

治
要
』
卷
三
十
七
に
「
將
有
威
則
生
、
無
威
則
死
、
有
威
則
勝
、
無
威
則
敗
」
と
あ
る

（
四
部
叢
刊
所
收
の
上
海
涵
芬
樓
影
印
日
本
天
明
七
年
刊
本
に
據
る
）。

㉒　
「
將
敗
」
篇
・「
將
失
」
篇
の
譯
注
は
「『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
貳
〕』
譯
注
（
一
）」

（『
學
林
』
第
六
十
號
、
二
〇
一
五
年
三
月
）、「
將
德
」
篇
・「
將
過
」
篇
の
譯
注
は

「『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
貳
〕』
譯
注
（
五
）」
に
揭
載
。

㉓　

拙
論
「
銀
雀
山
漢
簡
「
論
政
論
兵
之
類
」
諸
篇
の
關
係
に
つ
い
て
」（『
學
林
』
第

六
十
號
）
で
、
論
政
論
兵
之
類
の
諸
篇
は
、
篇
題
の
體
裁
お
よ
び
類
似
の
句
を
使
用
し

て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

㉔　

整
理
小
組
は
、『
六
韜
』
の
文
に
似
て
い
る
が
、
銀
雀
山
漢
簡
本
『
六
韜
』
と
は
體

裁
や
筆
跡
が
異
な
り
、冒
頭
に
文
王
或
い
は
武
王
の
太
公
へ
の
問
い
掛
け
も
無
い
こ
と

か
ら
、
別
の
兵
書
に
屬
す
る
も
の
と
し
て
扱
っ
た
と
し
て
い
る
。

㉕　
「
民
之
情
」
篇
の
譯
注
は
「『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
貳
〕』
譯
注
（
八
）」（『
學
林
』
第

六
十
七
號
、
二
〇
一
八
年
一
一
月
）
に
掲
載
。

㉖　

な
お
、
論
政
論
兵
之
類
五
十
篇
の
う
ち
、「
義
」
が
字
義
通
り
使
わ
れ
て
い
る
の
は

「
將
義
」
篇
の
み
で
（
他
は
一
ヶ
所
の
み
「
議
」
の
借
字
と
し
て
使
用
）、「
宜
」
字
が

使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
七
「
爲
國
之
過
」
篇
の
「
而
國
利
所
在
失
宜
」、
二
九
「
有
國

務
過
」
篇
の
「
…
…
宜
、
務
進
功
勞
」、
四
〇
「
有
主
以
爲
任
者
」
篇
の
「
樂
失
德
宜

…
…
」、
四
一
「
自
危
自
忘
」
篇
の
「
…
…
宜
。
…
…
宜
、
合
於
自
…
…
」
の
四
ヶ
所

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
四
〇
・
四
一
は
篇
題
の
體
裁
が
不
明
だ
が
、七
と
二
九
は
篇
題
を

簡
の
表
に
書
く
と
い
う
體
裁
で
共
通
し
て
お
り
、「
將
義
」
篇
と
は
體
裁
を
異
に
す
る
。

「
義
」
と
「
宜
」
が
違
う
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
あ
る
い

は
「
義
」
と
「
宜
」
字
の
使
い
方
に
よ
っ
て
篇
の
グ
ル
ー
プ
の
所
屬
を
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
吳
九
龍
『
銀
雀
山
漢
簡
釋
文
』（
文
物
出
版
社
、

一
九
八
五
年
）
所
收
の
未
分
類
の
殘
簡
に
は
、
整
理
番
號0865

「
…
…
□
不
可
持
法

宜
不
可
据
吏
大
夫
」、1074

「
…
…
而
宜
失
宜
失
賢
過
材
不
用
國
…
…
」、2232

「
…
…

國
職
不
可
持
法
宜
不
」、2277

「
…
…
□
耤
（
籍
）
於
民
用
之
不
宜
者
也
…
…
」
等
と

「
宜
」
の
字
を
含
む
も
の
が
複
數
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
銀
雀
山
漢
簡
で
は
「
義
」

字
よ
り
も
「
宜
」
字
の
方
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

㉗　

許
保
林
『
中
國
兵
書
通
覽
』
中
編
・
分
論
、
第
一
章
「
兵
法
類
上
」
第
六
節
「
尉
繚

子
」（
解
放
軍
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
に
據
る
。
李
解
民
氏
は
、『
尉
繚
子
』
は
一
人

の
手
に
成
る
も
の
で
は
な
く
、
戰
國
後
期
の
魏
の
人
に
よ
る
も
の
だ
と
す
る
（『
尉
繚

子
譯
注
』「
前
言
」、
河
北
人
民
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）。

㉘　
『
孔
子
傳
』
第
四
章
「
儒
敎
の
批
判
者
」、
中
公
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
。

㉙　
『
十
三
經
注
疏
整
理
本　

周
易
正
義
』（
北
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
據

る
。

㉚　
『
周
易
乾
鑿
度
』
卷
上
に
「
孔
子
曰
、
八
卦
之
序
成
立
、
則
五
氣
變
形
。
故
人
生
而

應
八
卦
之
體
。
得
五
氣
以
爲
五
常
、
仁
義
禮
智
信
是
也
。
夫
萬
物
始
出
於
震
、
震
東
方

之
卦
也
。
陽
氣
始
生
、
受
形
之
道
也
。
故
東
方
爲
仁
。
成
於
离
、
离
南
方
之
卦
也
。
陽

得
正
於
上
、
陰
得
正
於
下
、
尊
卑
之
象
定
。
禮
之
序
也
。
故
南
方
爲
禮
。
入
於
兌
、
兌

西
方
之
卦
也
。
陰
用
事
而
萬
物
得
其
宜
、
義
之
理
也
。
故
西
方
爲
義
。
漸
於
坎
、
坎
北

方
之
卦
也
。
陰
氣
形
盛
、
陽
氣
含
閉
、
信
之
類
也
。
故
北
方
爲
信
。
夫
四
方
之
義
、
皆

統
於
中
央
、
故
乾
坤
艮
巽
、
位
在
四
維
、
中
央
所
以
繩
四
方
行
也
、
智
之
決
也
。
故
中

央
爲
智
。
故
道
興
於
仁
、
立
於
禮
、
理
於
義
、
定
於
信
、
成
於
智
。
五
者
道
德
之
分
、

天
人
之
際
也
」
と
あ
る
（
文
津
閣
四
庫
全
書
本
に
據
る
）。

㉛　
『
何
博
士
備
論
』
は
『
中
國
兵
書
集
成
』
6
（
一
九
九
二
年
）
所
收
の
淸
嘉
慶
留
香

室
刻
本
に
據
る
。

32　
『
虎
鈐
經
』
は
『
中
國
兵
書
集
成
』
6
所
收
の
北
京
大
學
圖
書
館
所
藏
李
盛
鐸
明
刻

本
に
據
る
。

※
本
硏
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
硏
費 

Ｊ
Ｐ
１
９
Ｋ
０
０
０
７
３
の
助
成
を
受
け
た
硏
究
成
果

の
一
部
で
あ
る
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


